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   〔総務課〕 

    ・議案第３５号 平成２３年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 
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    ・認定第 １号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 
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    ・議案第３５号 平成２３年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

    決算審査 
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   〔契約検査課〕 
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  ４．その他 
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開会 午前 ９時５８分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○山本委員長 皆さん、改めまして、おはようござ

います。 

  本日、大変さわやかな天気になりましたが、ま

だ少し暑うございまして、そんな中、皆様には常

任委員会にご出席いただきまして、大変ありがと

うございます。 

  さて、今定例会におきまして、当常任委員会に

付託された案件は、補正予算が１件、条例案件が

１件と決算審査の認定案件が５件、計７件になっ

ております。なお、決算認定審査案件につきまし

ては、関係所管課のところで随時決算審査特別委

員会に切りかえて審査をしてまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  なお、各委員さんにおきましては、慎重なる審

査の上、かつ自由闊達な審査をしていただきまし

て、また円滑な進行に協力いただきますよう、お

願いを申し上げまして、私のあいさつといたします。 

  それでは、ただいまより、総務企画常任委員会

を開会いたします。 

  座らせていただきます。 

  審査の日程は、お手元に配付しております次第

のとおりといたします。 

  本日、総務部、企画部の審査をいたしまして、

あす、西那須野支所、そして塩原支所、選管そし

てそれぞれ議会なりに進めていく予定になってお

りますので、よろしくお願いします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務部の審査 午前１０時００分 

○山本委員長 それでは、審査に先立ちまして、総

務部長からごあいさつをいただきたいと思います。 

○三森総務部長 （挨拶。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○山本委員長 それでは、これより総務課の審査に

入ります。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  熊田総務課長。 

○熊田総務課長 （議案第35号について説明。） 

○山本委員長 ありがとうございます。説明が終わ

りました。 

  それでは、各委員の皆様から質疑、あるいはご

意見等をお受けいたします。 

  若松委員。 

○若松委員 １点だけちょっと。９ページの  １

項１目労働対策費の中の被災証明ということで１

万1,700件ということは承知しましたけれども、

一般の方から被災証明を発行しているので、なぜ

こちらの高速のエリアから入れないんだというん

だけれども、そういうものはどういう観点でなっ

ていたんだか、もしわかりましたら。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 これは、うちのほうで決めたので

はありませんで、あくまでも東北の復興支援とい

うことで、白河以北での乗り降りということに決

められていますので、それに従って、うちのほう

は淡々と被災証明を発行しているということでご

ざいます。 

○山本委員長 若松委員。 

○若松委員 その件なんですけれども、栃木県の県

北ということで、白河行くともう福島なんですよ
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ね。その県境で被災証明を出したということは、

例えば、インターから、例えば那須インターとか、

西那須野とか、その辺までもこちらから要望とか

そういうものを出さなかったのかなという。わざ

わざ、今報道されているように、東京とか向こうの

ほうはＵターンしてまた帰ると。その結果的にガソ

リンの無駄遣いとＣＯ２の削減には基づかないよう

なやり方。その辺を、ただ上から流れてきたからと

いうことではなくて、何のために被災証明を出し

たのかなと。この辺のも上のほうに申し出てもい

いのかなという、市民のかなりの声が来ているん

ですけれども。その件についてどうなんでしょう。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 先ほど申しましたように、制度と

いたしまして、東北支援のために白河以北の乗り

降りについて、ただにするという制度そのものは

私どものほうではありませんで、国あるいは、そ

れを受けてネクスコのほうで決めたことでありま

す。それに対して、決まったものに対してうちの

ほうで、被災地域なので証明書を発行するという

ことに関しては、那須塩原市のほうで独自にやっ

ているということなんですが、当初決まる段階で

要望したという事実はございません。 

○山本委員長 若松委員。 

○若松委員 できれば、そういうものに対して、被

災証明を出すということは、そこから乗ってもい

いんじゃないかという市民の声も大きいんですね。

県境で、こちらも放射能に汚染されているわけで

す。多少なりとも。そういうものをやはり行政サ

イドから要望なりなんなり出すべきなんじゃない

かなと思うんですね。その辺を、これは要望とし

て言っておきますけれども、その辺も検討しても

らいたいと思います。 

  結構です。 

○山本委員長 ほかにございますでしょうか。 

  ございませんか。 

  それでは、ないようですので、質疑、ご意見等を

終了したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、討論ないようですので、

討論を終結したいと思います。 

  ご異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）については、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、議案第35号については、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４４号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○山本委員長 次に、議案第44号 那須塩原市公益

法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正

についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  熊田総務課長。 

○熊田総務課長 （議案第44号について説明。） 

○山本委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  植木委員。 
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○植木委員 この条例改正には、別に異議があるわ

けじゃないんですが、この社団法人、財団法人が

公益社団法人、公益財団法人、それから法律的に

そういうふうな法人にしなさいと、こういうふう

に国の制度上の通達か何かでこういうふうなこと

になると、そういうことでよろしいんでしょうか。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 以前は、これらにつきましては、

民法法人ということで、社団法人、財団法人の規

定が決まりましたが、寄附金控除とかそういう関

係もありまして、20年に公益法人三法というのが

成立しまして、そちらで設置されております。 

 公益法人につきましては、先ほども申したように

５年以内に20年12月から５年以内に一般社団法人、

財団法人、あるいは公益社団法人、財団法人のほ

うに、どちらかに移行するということになってお

りまして、今回の公益社団法人、財団法人等につ

いては、知事の認定を受けて公益に移行したとい

うことであります。 

○植木委員 了解です。 

○山本委員長 ほかにございますか。 

  関谷委員。 

○関谷委員 関連してなんですけれども、公益事業

と活動の公益法人として認められるための事業改

革的なものが必要であったと思うんですけれども、

その辺の中身は、具体的にどのような改革がなさ

れたのか伺いたいと思います。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 申しわけありませんが、中身につ

いては承知しておりません。すみませんでした。 

○関谷委員 条例の件ですからね、結構です。 

○山本委員長 ほかに質疑、ご意見等ございますか。 

  ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山本委員長 ではないようですので、質疑、ご意

見等を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○山本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第44号 那須塩原市公益法人等への職員の

派遣等に関する条例の一部改正については、原案

のとおり可決すべきものとすることに異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議ないものと認めます。 

  議案第44号については、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○山本委員長 それでは、ここで、決算審査特別委

員会第１分科会へ切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  熊田総務課長。 

○熊田総務課長 （認定第１号について説明。） 

○山本委員長 それでは、各委員から質疑、ご意見

等をお受けいたします。 
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  玉野委員。 

○玉野委員 ２点ほど。 

○山本委員長 １点ずつお願いしてよろしいですか。 

○玉野委員 24ページの２項１目の一番下、防災情

報通信設備。これに関してどういうことなのかな

ということのイメージがわかるようにお願いした

いんですが。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 これにつきまして先ほど言ったよ

うに、全国統一のシステムでありまして、要する

に警報ですね。気象警報も含めてですが、警報が

出た際に全国に一斉に瞬時に送信されるというシ

ステムでございます。 

○山本委員長 玉野委員。 

○玉野委員 それから那須塩原からは、市民に対し

てはどうかということ。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 あくまでも行政のほうで警報を教

えるシステムでございまして、これまでも別系統

で気象情報関係のシステムも入っていましたので、

対応につきましても今までどおりになります。要

するに、警報が出た場合には、とりあえず今の段

階では、それぞれ担当なる職員が出てきておりま

して、現場のほうはパトロールする、あるいは総

務関係についてはまた情報をいろいろ入れたもの

をそれぞれの担当課のほうに送るといったことを

対応しておりまして、この段階ですぐに市民に対

してということはございませんが、昨日の台風の

ときも警報が出た段階でありましたけれども、台

風が近づいているということで災害警戒本部を設

置いたしまして、一応そのときは土砂災害の警報

も出ておりましたので、土砂災害の監視区域に当

たっている自治会長さんのほうにはお知らせをし

て、警戒をしていただくような通達をしたと。あ

とは、消防と連携をとるということで、このシス

テムが入って、警報が入ったからといって今まで

と変って市民に何かでお知らせするということは

ございません。今までどおりみるメール等で警報

の情報は発信しているということでございます。 

○玉野委員 ありがとうございました。 

○山本委員長 玉野委員、よろしいですか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 あとは53ページ、人事管理費の中に職

員カウンセリングというのがあると思います。月

２回ということですけれども、昨年とことしとい

うのか、その内容とかを、これをやったことでこ

うだとかとか要するに、やはりこれもイメージな

んですけれども、お聞かせいただきたいなと思っ

ています。 

○山本委員長 河合給与更生係長。 

○河合給与更生係長 カウンセリングのほうですけ

れども、平成22年中、延べ56人が受診しておりま

す。その前年度との比較ということで、平成21年

ですが、約70人が受診しております。 

  そのカウンセリングの成果ということなんです

が、職員がどんな内容でカウンセリングを受けた

かというのは、職場のほうでわからないようにな

っていまして、そういう情報が出てしまったり、

プライバシーという状態もありますものですから、

その成果というのは、ちょっと具体的に言うこと

はできませんけれども、何回か受診して、その後

はカウンセリングを受けない職員もいたりするの

はわかっていますので、それなりの成果は出てい

るかと思います。 

○山本委員長 よろしいですか。ほかにございますか。 

  植木委員。 

○植木委員 ２点ちょっとお伺いいたします。 な

んですが、50ページのほうが、一般行政費の中の

非常に重要な部分になるんですが、この顧問弁護

士報酬２名、123万7,000円ということで算定上な
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っているわけでございますが、これは２人だから

全く半分でいいのか。それと年何回ぐらいずつ、

それぞれの弁護士さんが行っているのか。名前も

わかれば２人ともお教えいただきたい。なぜかと

いうと、いろいろな市民に最近の経済情勢、社会

情勢の中では、非常に弁護士さんに相談するよう

な事案が、難問あるいは簡単な問題も含めてたく

さんおありになるものですから、一応概要につい

て議員として知って置かなければならないと、こ

んな観点からちょっと質問をさせていただきます。

それと、市民はどのような反応を今までしている

か。あと効果はどういう効果だと市では思ってい

るのか。その変についてお伺いいたします。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 顧問弁護士につきましては２名と

いうことで、月額報酬になってございます。月５

万円で12カ月ということで、お一人が60万円、２

人で120万ということでございます。 

  先ほどおっしゃられた123万7,000円につきまし

ては、こちらの情報公開の個人情報審査委員会の

報酬を含めて123万7,000円ということでございま

して、顧問弁護士の報酬は今申し上げましたよう

に120万ということでございます。 

  お名前が、舘野明弁護士と新江進弁護士という

ことでございます。舘野弁護士につきましては、

22年度までで、ことしはまた新たな弁護士さんに

変っております。 

  相談件数でございますが、舘野弁護士が11回、

新江弁護士が５回ほど相談をしております。主に、

行政の執行の中でいろいろな法律、専門的なこと

があった場合に相談をいたしまして対応をすると

いうことで、訴訟に発展する場合もありますが、

その場合にはまた新たな弁護士費用が出てまいり

ますが、これはあくまでも第一次的に相談をする

ということでの月額報酬でございます。さまざま

な今要求なりが出てまいりまして、市民と直接と

言うことになりますと、特に行政のほうで対応を

先生方に相談して、それからその要求者に対して

回答なり対応を図っているということでございます。 

  効果ということは、すぐに出るということでは

ありませんが、いずれにしても今専門的な要求等

がございますので、それに対応するためには、こ

ういったほうの専門知識を有した先生というのは、

かなり有効であるし、頼りにしているという状況

でございます。 

○山本委員長 植木委員。 

○植木委員 おおむねわかりました。そうすると、

この弁護士さんの顧問弁護士料は月額で定まって

いて５万円だと。年間12カ月をかけたものが報酬

になると、そういうことでよろしいんだと思うん

ですが。それと、通常は相談業務で、細かいこと

になると個別事案で、これは別料金で別な対応と

なった、そういうふうな考え方、従来どおりでい

いわけですね。それと市民と行政、市でも月に何

回か弁護士の相談業務を受けて、一般の市民の申

し出を受けてやってきていると思うんですが、そ

の辺の内容については、どの程度の市民が年間お

受けになっているのか。それから概要として、ど

んな問題が多いのか、把握できていましたらお願

いしたいんですけれども。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 法律相談のほうの弁護士さんは、

社会福祉協議会のほうでやってございますので、

この顧問弁護士さんとは全く別でございます。あ

くまでも行政のほうが相談をするための顧問弁護

士ということでございます。 

○植木委員 わかりました。じゃそれはまた別の角

度から聞かなければいけないこと、ここではその

質問は取り消させていただきます。 

  それでは、もう一点のほうに入ります。 
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○山本委員長 植木委員。 

○植木委員 52ページの人事管理費、この中の人事

研修事務推進費10事業の委託料。先ほどご説明が

ありましたが人事評価制度、それと評価者研修業

務というふうな形でございまして、この評価制度

の中には、能力評価と適正評価、あるいは管理能

力評価ということで、中身がそれぞれあるわけだ

と思いますが。それで、人事評価については、23

年度導入したということでございますので、まだ

導入したばかりで、中身については進めている状

況かなというふうな感じはします。ただ、管理能

力評価については、昨年度２回実施しているとい

うご説明がありましたので、その職員のこの管理

評価について研修業務を受けた人数、それぞれの

回数ごとの人数と、それから評価者で研修を受け

る評価者の範囲、それはどの辺の方が、課長レベ

ルになるのかなとは思うんですが、その辺につい

ても確認をしておきたいと思います。それと職員

の、この研修を受けた結果の反応はどのようなも

のか、それもあわせて答えていただけますか。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 では、この評価システムの概要を

簡単にご説明させていただきたいと思います。 

  姿勢適正評価というものがまず１つありまして、

これにつきましては、一次評価者が係長になって

ございます。二次評価者が課長ということで、一

般職員の自己評価等につきまして面談等を実施し

た中で、最終的に一次評価、二次評価をするとい

うシステムでございまして、これについては22年

度から正式導入と。それまで試行をやってまいり

ましたが、年に２回評価するシステムになってご

ざいます。管理能力評価のほうにつきましては、

課長、課長補佐等を部長が評価するということで、

これは年１回になりますが、昨年度試行いたしま

して、今年度から本格開始ということで、正式に

実施しているところでございます。昨年度の研修

状況でありますが、したがいまして、評価者の研

修ということになりますので、係長以上の職員の

対象といたしまして研修を実施しております。昨年

は、２回ほどと言いましたが、日にち的には１回目

の研修ということで、３日間、会場も本庁と西那須

野の職員に分けまして、３日間実施しております。 

  第１回目が９月から10月にかけて実施しており

まして、受講者が242名で、２回目の研修が１月

28日から２月７日にかけまして、やはり３回ほど

実施しました。受講者が208名ということになり

ます。制度の説明等につきましては、人事係のほ

うで、同じように職員全員を対象にして別に研修

をやっておりますが、評価するほうとしてどうし

ても評価のばらつきとかが出てきてまいりますの

で、それを調整するために、外部講師、専門の先

生をお呼びいたしましてこういった評価者を対象

とした研修を実施したということでございます。 

○山本委員長 植木委員。 

○植木委員 効果的なもの、どう受けとめているのか。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 先ほども言いましたように、なか

なかそれぞれのところで評価をします絶対評価と

いうことなんですが、まず先ほども申しましたが、

個人が自己評価したものを上司に上げるというこ

とで、絶対評価するためには、ふだんから注意し

たりとか、あとは行動をつぶさに観察しなければ

ならないということであります。その辺が、なか

なか仕事をしながらメモをとったり何かするのが

大変ということで、支援シートとかいろいろと行

動観察記録とかという補助資料があるんですが、

それがなかなかつけられない状況で、評価にばら

つきが出てきているのが実情であります。それを

少なくしていきたいということで、評価につきま

しても、この研修についてはグループで、同じ１
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つのビデオ等を見まして、職員の行動等を見きわ

めた上で、グループの中で評価をつけていくとい

うことで、評価の統一を図っていくというふうな

目的で実施をしているところでありますが、結果

を見ると、なかなかやはり、いずれに比べるとあ

る程度評価が絶対評価に近づいてきているなと思

う部分あるんですが、まだばらつきが存在してい

るということで、なかなかその辺は難しいという

ことでありますが、それなりの成果は出ていると

思いますが、これからもこの評価制度続いていま

すので、研修等を通じ、その辺等を改善していき

たいというふうに考えております。 

○植木委員 よろしくお願いいたします。私のほう

からは以上です。 

○山本委員長 ほかにございますか。 

  若松委員。 

○若松委員 51ページの２款総務費の１項１目一般

管理費の中の、先ほど言われた補助金で自主防災

組織結成事業補助金ということで42団体に対して

３万円という、どういう組織を立ち上げんだかと

いうこと、その下にもありますね。その辺の３万

と２万ということで説明をいただきたいと思うん

ですけれども。 

  あと、３点目の自主防災組織の、これは資機材

というんですか、営利事業と郵便局で11団体は30

万で、１団体がこういう金額になっているのかな

と思うので、その辺のご説明を願いたいと思うん

だけれども。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 21年５月にそれぞれ自治会ごとに

自主防災組織を結成していただきたいということ

で、自治会長等を通じて説明を行いまして、具体

的に21年度に結成した団体が42団体ということで

ございます。結成のための補助金として３万円を

交付しますということであります。その団体を維

持していく運営経費としていくことで、１団体２

万円を交付します。したがいまして、年度の最後

になって結成した団体については運営補助金が出

ていませんので、割と早目に結成して活動した団

体については、結成補助金のほかに運営補助金が２

万円出ているということでご理解をいただきたい。 

  それから、それを組織しました自主防災組織の

中でいろいろな資材等、実際に自主防災活動をす

るための機材でありますとか、備蓄も含めてで、と

いうことで、それらを整備するための補助金といた

しまして、１団体30万円限度ということで交付して

いる。それが11団体あるということでございます。 

○山本委員長 若松委員。 

○若松委員 そうすると、補助金制度ですから、こ

れは例えば４月１日から初めて、自主防災組織だ

とか運営のための締め切り、これはあるのかどう

かということと、あと一番大事な30万限度の28万

4,194円の補助金をもらって、これはどういう資

材と、あと今説明がありましたように、食料備蓄

というんですけれども、自主防災組織は、そうす

るとそういう建物とか何かはどういうふうになっ

ているのか、その辺もお願いいたします。 

○山本委員長 秋本行政係長。 

○秋元行政係長 では、行政係から説明させていた

だきますが、今委員さんのほうから質問がありまし

た締め切りにつきましては、基本的にいつまでに結

成してくださいという期限は設けてございませんの

で、それぞれ各地区の実情の応じた形で、機運が熟

してきた段階でやっていただければと思っています。 

  ただ、市の補助金の制度でございますので、や

はり年度事業ということで、例えば、年度の途中で

申請があっても３月31日までには完了をしていただ

くというふうなことでお願いはしておりますので、

３月までに完了が難しければ次年度申請をしてい

ただくように、そんな形でお願いしてございます。 
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  また、資機材につきましても、やはり結成され

たそれぞれの自主防災組織において、その地域地

域の実情に応じた形で必要なものを選定していた

だくということで、こちらのほうからは、特に防

災に関するものであれば、品目等の制限は特にし

てございませんので、それぞれの状況で役員さん

等でいろいろ住民の方が話し合いをして選定をし

ていただいているというところであります。した

がって、防災倉庫についても、補助金の対象とし

ておりまして、倉庫がないところにつきましては、

30万使っていただいた中で倉庫を設置していただ

いているところもございますし、また既に倉庫を

持っているよというところについては、消火器で

あったりとか担架であったりとか、そういった防

災関係の機材を充実させていただいたり、炊き出

し用鍋が購入されているところもありますし、先

ほど課長の説明のとおり備蓄食料、そういったも

のをそろえていただいているところもありまして、

それぞれ地域の実情に応じた形で品目の設定をし

ていただいております。 

○山本委員長 若松委員。 

○若松委員 今までのは了解をいたしましたんです

けれども、これは今、東北の災害ということで、

いろいろなテレビ報道とかいろいろなもので見る

んですけれども、一番、お年寄りとか身体障害者

を救ったのはリアカーなんだそうですよ。おぶっ

て走るとかではなくて、リアカーだと何人も子ど

もさんでも、足の不自由な人でも、痴呆症でも移

動ができるということが、結構この災害で多く出

てきたんじゃないかと思います。そういうものも含

めたものを、要望なんですけれども、少し説明をし

ながらやっていければいいのかなというのもある

んですけれどもね。それは要望としておきます。 

  あと一点でまだあるんですけれども、委員長い

いですか、もう一点だけ。 

○山本委員長 どうぞ、 

○若松委員 全体の中で、消防関係なんですけれど

も、これは要望になってしまうかもしれないんで

すけれども、たまたま今回、地震の場合でいろい

ろな問題が起きて、消防団員がガソリンが入らな

いというお話が私のほうに、かなり団員が来たん

ですよ。なぜかというと、たまたま地震のときに、

ガソリンがないときに、３カ所、うちのほうの鍋

掛と、それから河内と、それからあれはコジマ、

同じ時間帯で午後もあったんですけれども、放火

があったんですよね。そのたびに職員は移動する

わけですよ。見たときにもう燃料がないよと、個

人的に。そういうものが消防団員に対して特別な

計らいでということはできないものだろうかと、

これは要望なんですけれども、それも伝えてもら

えないかということです。火事があっても詰所ま

で行けないような状態が起きていたとき、現実だ

と思うんですね、ガソリン不足。その辺もちょっ

と検討に入れてもらいたいなと思います、これ要望

なんですけれども。その辺をよろしくお願いします。 

  あともう一点なんですけれども、先ほどちょっ

と忘れてしまったんですけれども、防火用水です

か、何ページだっけ。 

○山本委員長 230ページになります。 

○若松委員 230ページの消火栓の設置ということ

で、防火水槽と、あと30事業と40事業なんですけ

れども、これは説明で了解いたしましたけれども、

地域、消火栓があるとか、防火水槽があるとかと

地域に大きな表示板とかそういうものが欲しいな

というのがあるんですけれども、この消防団も結

構いろいろ入ったり行ったりして、実際に現場の

人も消防団自体がわからないときもあるの、とっ

さの場合。そんなのが随分見受けられたもんです

から、例えば、民間の塀でもいいからその辺も交

渉して、きちっとした表示ですかね。うちのほう
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の豊浦コミュニティとか豊浦公民館のほうでは、

ある程度のマップをつくっているみたいなんです

けれども、それを消防団で混迷しているところが

随分あるみたいなので、これは要望なんですけれ

ども、その辺も検討してもらいたいなと思います

けれども、よろしくお願いいたします。多分、今

現在は出てるんですか、そういう表示をきちっと。

わからないんですけれども、せっかくあるんだけ

れども、もう途方に暮れるときがあるんですよ。 

○山本委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 でも消火栓の場合は、ホース格納庫が

看板がわりにもなっているんだよね、消火栓。 

○若松委員 ただ、現地に来るでしょう、その間に

合わないときに。その辺の標識とか何とかという

のがほしいというようなことを言われたんですけ

れども。 

○山本委員長 何か執行部のほうでお答えすること

はありますか。 

○若松委員 それがちゃんとできているやつならそ

れでもいいですけれども、緊急の場合で。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 すぐここで答えられず 大変申し

わけありません。見たところ、どこかで消火栓の

案内を設置したのがあったような気がしたんです

が、いずれにいたしましても、それは消防団のほ

うの要求決定ですので、そのさっき言ったマップ

で明らかにするなり、目印とかありましたらば、

それはちょっと相談させていただいて対応できる

ものは対応していきたいというふうに思いますけ

れども、今こうするよというのは、ちょっと今こ

の場でできないですが、提案させていただきます。 

○若松委員 よろしくお願いします。あと結構です。 

○山本委員長 ほかにございますか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 今の件なんですが、消防団というより

消火栓の場合は、地元の消防団が来る前に、その

近隣の人はその消火栓を使用して放水するという

使い方もあるので、だからそういう意味で、消防

団にかかわらず若松委員が言ったように、地域の

周りの人もわかるようにというのは必要かもわか

らない。これは15年ぐらい放水した経験があった

んですね。ですから、消防が来る前に住民がとい

うことがありますので、その辺も頭に置きながら

検討したほうがいいかと思います。 

○山本委員長 後部のほうは、要望ということでよ

ろしいですか。 

  熊田総務課長。 

○熊田総務課長 市政報告書の中で、228ページを

ごらんいただきたいんですけれども、これの３つ目

になりますが、黒磯消防団消防施設設備管理事業、

30事業というのがございますね。この中で、消耗品

費の中に消防団車両消耗品等の次に消防水利標識板

ということでありまして、昨年度は標識15枚と、消

火栓標識は15枚で、防火水槽の標識15枚、合計30ほ

ど。黒磯地区については、ここで設置しております。 

  失礼しました。すぐにお答えできなくて大変申

しわけありませんけれども、こんなところで、今

のお話も含めまして、地元の方、あるいは消防団

の方と相談しながら対応させていただきたいと思

っております。 

○山本委員長 よろしいですか。 

  ほかにございますでしょうか。 

  若松委員。 

○若松委員 これも消防関係なんですけれども、９

款１項３目229ページのコミュニティ整備事業、

10事業という。これも消防団の要望なんですけれ

ども、コミュニティの消防詰所をつくりますよね。

そうすると、何か緊急の場合に消防ポンプを入れ

てドアを開けるのにちょっと少しこんなふうにき

ついようなお話を聞いているんですけれども、あ
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あいう設計というのは変えることはできないんで

すか。大体見て歩くと同じような設計でずっと出

ていますので。その設計がいつごろなされたのか、

今の消防ポンプにきちっとした設計で基づいたの

か、かなり厳しいような状態を言っていますけれ

ども、どうなんでしょう。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 基本的には、その施設をつくるこ

とに設計をしますので、大体基本的なパターンは

決まっていますが、そこの状況にあわせた中で、

その団の方のお話とかは聞いた上で設計しますの

で、ですが使い勝手が悪いものについては、当然

使い勝手がいいような形で設計しますので、新し

く建てるものについては、十分地元の方とお話し

させていただいて、つくったものをすぐ直すとい

うのはなかなか難しいかもしれませんが、対応は

させていただきたいと考えています。 

○山本委員長 若松委員。 

○若松委員 実際に言われてみて、大体歩いてみる

と同じような設計なのかなと思うんですよね。そ

れで、団員が緊急の場合にドアを開けて出るのに

ちょっと支障を来すんだというようなことを言っ

ていたんですけれども、その辺はどうなのかなと

思いますけれども。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 今、担当の方に確認しますが、そ

ういったお話、直接私のほうで聞いていないもの

ですから、もちろん先ほど言いましたように、つ

くる際には、設計を組む際には、使う方とも十分

協議をした中で進めていくということで対応をさ

せていただきたいと思います。 

○山本委員長 若松委員。 

○若松委員 そうすると、たまたま物品のほうで何

度かつくった覚えがあるんですけれども、そうい

うお話は全然なくて、設計が出てきてつくったよ

うな状態だったのかなと。もう決まってしまって、

見てくると大体同じですよね。このコミュニティも

見てくると同じような状態になっているような気が

するんです。だからそういうのも検討してもらって、

多分たまたまそういう投げかけがないと、多分その

ままつくって置いてきてしまう状態なのかなと思う

んですよ。場所によっても、いつごろの設計で動い

ているんだからわからないですけれども、それが可

能だったら団員のほうには言っておきますけれども。

なのでその辺なんですが、あれはいつごろの設計

図になっているのかなと思っているんですけれども。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 基本的に、ここで予算計上してあ

りますように、工事施工する前の年度で設計をして、

翌年度に工事していくというのが普通のパターンに

なっておりますので、その設計の段階では。ただ、

企画を余りにも大きくしたりとかとはできません、

大体決まっていますけれども、中の不動産とか何か

についてはある程度使い勝手がいいような形で、地

理的条件が違いますかから。そういう形で、地元の

方と十分協議をして進めたいということでやってい

るつもりですし、今後もそうやっていきたい。 

○山本委員長 今、22年度の決算についての審議を

しておりますので、質疑については、限定的なも

のにつきましては、個別な問題ということで後ほ

どにしていただいてよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○山本委員長 よろしくお願いいたします。 

  では、進めてまいります。 

  ほかに委員の皆様から質疑、ご意見等ございま

すか。 

  平山委員。 

○平山委員 50ページの一般管理費の委託料の、先

ほど出たんですけれども、例規システムの登録デ

ータ等の作成業務が出ていますけれども、これが
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一応毎年経費で上がっているんですけれども、な

ぜかかるのかということと、やはり紙ベースで作

成されるということによって経費の削減はそれに

よってどうなったのかなということと、その下の

使用料の例規サポートシステム等、関連システム

との関係をちょっとお伺いしたいんですけれども。 

○山本委員長 よろしいですか、50ページになりま

す。後段になります。 

  熊田総務課長。 

○熊田総務課長 これ委託料の登録データ等作成業

務につきましては、やはり例規が毎議会ごとに変

ってまいりますので、それを更新するための費用

ということでございます。使用料のほうにつきま

しては、使用料と関連とおっしゃいましたか、よ

ろしいですか。 

○平山委員 使用料、何。使用料の下の判例システ

ムですよね。 

○熊田総務課長 これは委託料のほうについては、

先ほど言ったように更新のデータを作成する業務

委託ということで、サポートシステムのほうの使

用料については、例規の検索システム、システム

の使用料ということになります。そのシステムを

使っている上で更新をかけていくための委託の費

用が出てくるというご理解をお願いしたいと思い

ますけれども。 

  それと以前の紙ベースのときとの比較というこ

とですが、ちょっと今この場ではわかりません。

後でまた、すみません。 

○山本委員長 よろしいですか。 

○平山委員 ありがとうございます。 

○山本委員長 では、これは後ほどということで、

ほかに質疑、ご意見。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 この11ページ、１項１目一般管理費の

中の、先ほど説明がありました委託料の雨量監視

システムについてです。設計と設置業務というこ

とで、658万3,500円計上されたわけで、２カ所、

南公民館、金沢小学校に設置されたということを

お聞きしましたが、これはあくまでも設置にかか

わった費用であって、あとの運営費はかかるかか

からないかというのがまず１点お伺いします。 

  それと、今後の計画についてなんですが、22年

度は２カ所ということだったんですが、今後どの

ような計画をもって進めていくか。特に今回、今

回というか昨今はゲリラ豪雨ということで局地的

に暴雨が発生している中で、年２回でいくのか、

それとも２カ所でいくのか、あるいは全体的な計画

推進についてのお考えをお伺いしたいと思います。 

  それと前後してしまうんですが、今回設置され

まして、運営の中で支所、消防署、分署というと

ころに情報が流れるシステムになっているという

ことなんですが、その結果、この設置もその情報

をもとに何か警報を発令したとか、そういった実

績というか、その辺の状況をお聞かせ願います。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 今回のこの設置業務に関しまして

は、あくまでも観測地点で雨量計を設置する業務

と、それをネットワークでつないで、それぞれ先

ほど言いました支所、それから分署等のパソコン、

パソコンの購入も入っていますが、見られるような

状況にしたということでの今回の658万3,500円。維

持経費については、特にありません。補修等につい

て若干出てくるかと思うんですが、今のところは無

料でやっていただいているという状況であります。 

  今後のお話が出ましたが、今、おっしゃられた

ようにゲリラ豪雨の対応とかございまして、地域

防災計画の見直しを図っていくという中で、今後

的確に対応するための箇所を出した上で、さらに

観測地点をふやしていきたいという考えはござい

ますが、それについては今後の地域防災計画の中
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で見直しを図っていきたいというふうに考えてお

ります。23年度の予算の中で、それぞれに塩原と

西那須野の分署のほうにも雨量計を設置するとい

うことで予算であるということです。 

○山本委員長 よろしいですか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 それに関連してなんですが、雨量を測

定するシステムというかあれはこれでわかるわけ

なんですが、その後どう活用していくかというよ

うなお考えもあるんですか。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 最近、一番多いのは、道路のアン

ダー部分での事故がありましてから、あそこの監

視体制というのはかなりしておりますけれども、

それがこれまでですと観測地点が、既存の観測地

点の中で雨が幾つ降った場合に警報が出るという

ふうな状況ですけれども、これの情報が瞬時に入

ってくれば、もっときめ細かな対応の中で警報を

出すということはありませんが、パトロール体制

を強化したりとかということには十分に使えると

いうふうに思っております。 

○山本委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑、ご意見等ございますでしょうか。 

  若松委員。 

○若松委員 55ページの２款総務費の１項６目の財

産管理費の中で、火災保険料ということで、かな

りの金額ですね、742万3,666円ということで。建

物総合損害保険ということで入っているんですけ

れども、これと50ページの…… 

○山本委員長 若松委員に申し上げます。ここは、

総務課の関連ではございませんので。 

○若松委員 財産管理費は違うんだっけか。 

○山本委員長 違いますので、後ほどでお願いいた

します。 

○若松委員 じゃこれはいいです。じゃちょっと戻

りますけれども、50ページの緊急対応修繕料とい

うことで、これは先ほど挙げたんですけれども、

いろいろな形で地震対策、地震の災害におけた修

繕なのかなと思うんですけれども、そういうもの

に対しての保険で対応というのはできるんですか、

できないんですか。それともリンクしたかったん

ですけれども。どうなんですかね、そういうのは。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 50ページ60事業の修繕料、緊急対

応修繕料というのは、これは地震の被災とは直接

関係ございません。施設を持っているところにつ

いては部単位で緊急対応が必要なので、セーフテ

ィーネットということで修繕料を計上していると

いうことで、その部分においては、この項目に総

務部の施設、主に庁舎になりますが、対応するた

めの購入目的というふうな状況で、緊急の修繕を

図ったということです。 

○山本委員長 若松委員。 

○若松委員 災害でこういう支障が起きたというこ

とではないですね。 

○熊田総務課長 違います。 

○若松委員 了解しました。 

○山本委員長 それでは、ほかに質疑、ご意見等ご

ざいますか。 

  よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○山本委員長 ないようですので、討論は終結した
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いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、認定第１号については、

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  それでは、次に、その他に入ります。 

  何かその他ということでございますでしょうか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 その他ということですので、特に今回

消防のお話たくさん出たので、消防に関連する総

務課のことで質問、あるいは要望をしておきたい

んですけれども、箒川に関する件なんですが、今

回の３月11日の大震災までは、塩原ダム放水する

際に箒川に設置されている何カ所かのサイレンが、

放流しますと、川の近くに注意してくださいとい

う意味合いの警報だと思うんですね、鳴らしてい

たんですが、それは震災以後、ある日突然ものす

ごい大きいサイレンに変ったんですけれども、こ

れ何の前触れも、何の通知もなくそれに変ったん

です。第１回目は多分４月だったと思うんですけ

れども、夜というか朝方の３時15分にぽんと鳴った

ような、翌今まで地元の火災が起きると地元の詰所

の消防署が鳴らすあれ以上のサイレンなんですが、

新兵器だと思われるようなぽんと、物すごいサイレ

ンですね。それが鳴って、何だろうと思って飛び

起きて、地元の火災じゃ大変だと思って飛び起き

たら、それ以後、サイレンはならないんですね。

何だろうと思ってそのままにしておいたら、今度

は７月の日中、もう一回鳴ったんですね。多分、

あれ管轄は箒川近くなので、大田原かなとは思うん

ですけれども、消防署にしても、広域消防にしてみ

れば大田原消防なんですけれども、そういったサイ

レンを変えるとか、警報の音を変えるとかという通

知は、前もって本市のほうには来ていたんですか。 

○山本委員長 熊田総務課長。 

○熊田総務課長 全く聞いていない。 

○磯飛委員 先ほど言ったように、管轄が大田原市

なので、大田原の野崎地区あたりには、住民のほ

うにもそういったお知らせは流れていたと思うん

ですけれども、隣接する西那須野地区にはお知ら

せなかったので、皆さん地元の火災ということで

かなりびっくりしたということなので、もしそう

いったことが確認されるのであれば、今後そうい

う警報のお知らせの通知が、サイレンのあれが変

りましたというようなお知らせも必要かと思うん

ですけれども、その辺調べた上でご検討して、そ

ういった地域をまたがる、広域にまたがることで

はあるんですけれども、近隣の地域にもそういう

お知らせをお願いしたいということを、お知らせ

しておきますので、御検討ください。 

  以上になります。 

○山本委員長 要望ということでよろしくお願いい

たします。 

  ほかに、その他ということでございますか。 

  執行部のほうはございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、総務部の審査、総務課の

審査はこれで終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○山本委員長 大変長い間、お疲れさまでございま

した。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた
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しますが、時間が押しております。すみません。

この時間で40分には始めたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

休憩 午前１１時３５分 

 

再開 午前１１時４０分 

 

○山本委員長 それでは、休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

  課税課と収税課の皆様お越しになりましたので、

審査に入ります。 

  なお、委員の皆様に申し上げます。 

  議案の質疑に関しましては、個別の問題ではな

く、審査する事項についての質疑、あるいはご意

見に限定してお願いをいたしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○山本委員長 それでは、議案第35号 平成23年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  小林課税課長。 

○小林課税課長 （議案第35号について説明。） 

○山本委員長 では、説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  何かございますでしょうか。 

  ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論ございますか。 

  ではないようですので、討論を終結したいと思

いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）については、原案のとおり可決

すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、議案第35号についてを原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○山本委員長 それでは、ここで、決算審査特別委

員会第１分科会へ切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  小林課税課長。 

○小林課税課長 （認定第１号について説明。） 

○山本委員長 説明の途中ではございますが、課税

課所管のところで特にあるということですので、

昼食のために暫時休憩といたしたいと思います。 

  １時になりましたら再開いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

 



－18－ 

休憩 午後 零時１０分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○山本委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  先ほど説明の途中でございましたので、説明を

よろしくお願いいたします。 

  課長。 

○小林課税課長 （認定第１号について説明。） 

○山本委員長 ありがとうございます。 

  説明が終わりました。 

  それでは、各委員から質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  いかがですか。ございませんか。よろしいです

か。質疑、ご意見等ございませんか。 

  若松委員。 

○若松委員 82ページの２項３目の、先ほど説明を

いただいたインターネットの公売ということで、

どんなものがされたのかということと、それから、

不動産の公売ということで、３人ということで、

これはどの程度の負債があって、どのぐらいの価

格で公売したのかと。その２点だけお願いしたい

と思います。 

○八木澤収税課長 インターネット公売でございま

すけれども、こちらは動産ということになります

ので、主に例えば骨董品とか、そういうやつ、絵

画とかというのもあるんですが、ちょっと細かい

ところについては、日本刀とか、それから脇差と

か、絵とか、それから香炉とか、漆器ですとか、

そういったような小物というか、そういったもの

が主でございます。 

  それから、不動産の公売については、これ１件

なんですけれども、西那須下永田のほうの土地な

んですけれども、これは差し押さえたのが22年度

に差し押さえまして、この方は所有者はかなりの

金額を滞納していたということで、十分お話をさ

せていただいた上で、了解を得て公売したという

ような状況でございます。 

  以上です。 

○若松委員 了解しました。 

○山本委員長 ほかにございますか。よろしいですか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 委員長に伺います。地方譲与税につい

て伺ってよろしいでしょうか。 

○山本委員長 これはなくて。 

○磯飛委員 どこで。 

○山本委員長 財政課です。 

  ほかにございますか。 

  今、説明のございました税の関係の中で、もし

ご質疑、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

  では、よろしいでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 ご異議のないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 討論ないようですので、討論を終結

したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認め、討論を終結いたし

ます。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、認定第１号については、

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第２号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○山本委員長 それでは、続きまして、認定第２号 

平成22年度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○小林課税課長 （認定２号について説明。） 

○八木澤収税課長 （認定２号について説明。） 

○山本委員長 ありがとうございました。説明は終

わりました。 

  それでは、各委員の皆さんから質疑、ご意見等

をお受けいたします。 

  ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。よろしいですか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 320ページの、徴収費事務のところで

すけれど、収税嘱託の方３名、3,600万円ほど増え

たということで、そういう収税嘱託の方のノウハウ

というか、力量というか、個性というか、その辺は

どういうことで当たったということなんですかね。 

○八木澤収税課長 ３名については相当ベテランの

方でして、もう10年以上やられている方もいらっ

しゃると思うんですが、そういうベテランの方に

安心してお任せしているわけなんですが、そうい

う中で、特に現年度、なるべく滞納を繰り越さな

いというようなというようなところで、現年度を

中心に頑張っているんですが、そういう中のリス

トを提供しまして、それを回っていったという。

あるいは、さらに本人の努力でもって、その徴収

額を一人一人の方からふやしていただいたという

ような、今までのノウハウを活用した中でこれだ

けの実績を、３名の方は普通よりも上げていただ

いたということだと思います。 

○山本委員長 よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認めます。 

  次に討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 ないようですので、討論を終結いた

します。異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第２号 平成22年度那須塩原市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定については、原案の

とおり認定すべきものとすることにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、異議なしと認め、認定第

２号については、原案のとおり認定すべきものと

決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎認定第４号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○山本委員長 それでは、続きまして、認定第４号 

平成22年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○小林課税課長 （認定第４号について説明。） 

○八木澤収税課長 （認定第４号について説明。） 

○山本委員長 ありがとうございます。説明が終わ

りました。 

  では、各委員の皆様から質疑、ご意見等をお受

けいたします。 

  ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議のないものと認めます。 

  それでは討論を行います。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  認定第４号 平成22年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定については、原案

のとおり認定すべきものとすることに異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。認定第４号に

ついては、原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第５号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○山本委員長 それでは、続きまして、認定第５号 

平成22年度那須塩原市介護保険特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○小林課税課長 （認定第５号について説明。） 

○八木澤収税課長 （認定第５号について説明。） 

○山本委員長 ありがとうございました。説明が終

わりました。 

  それでは、各委員から質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認めます。 

  それでは討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 では、討論ないようですので、討論

を終結したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 
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  認定第５号 平成22年度那須塩原市介護保険特

別会計歳入歳出決算認定については、原案のとお

り認定すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、異議なしと認めます。認

定第５号については、原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○山本委員長 それでは、次にその他に入ります。 

  その他ということで、何かございますでしょう

か。 

  関谷委員。 

○関谷委員 その他というところで、２点ほどある

んですけれども、収税嘱託の方を中心として、非

常に実績を上げていただいていて、本当にすばら

しいなと思うんですが、市税と、それから市税各

種と、特会のほうの保険料と、やはり多分、滞納

されてしまう方というのは、多少つながっている

部分があるんじゃないかと思うんですけれども、

その辺の連携という部分は、会計上の全くの出し

方だけなので、実質はもう一緒にやっているとい

うことなのか、その辺の実態を伺いたいのが１点。

お願いします。 

○山本委員長 課長。 

○八木澤収税課長 市税のほうだから、国保の会計

のほうだからという分け隔ては全くございません。

確かに同じ方が両方、残している方はいらっしゃ

いますけれども、一緒に分け隔てなく徴収してご

ざいます。 

○山本委員長 関谷委員。 

○関谷委員 あと、これは課税収税にかかわること

ではないんですけれども、先ほど一般会計のとこ

ろで出た事故の賠償金の記載があったんですけれ

ども、これは免責分、各課で事故があった額、各

所管のところで出ていると思うんですけれども、

これは免責分ということなんですかね。それとも、

共済の自動車保険のほうから出ている部分がどこ

か歳入で入ってきていて、歳出で出ているという

ことなのか。 

○山本委員長 課長。 

○八木澤収税課長 共済のほうから出る分について

は、別な会計というか、款が違うところに入って

しまうので、私どものほうとしては、職員が交通

事故なんかを起こして、例えば修理がかかるとか

いったものは、私どものほうの歳出のほうから支

出させていただいて、それで入ってくる保険は財

政が持っているほうに入るという、そういうよう

な仕組みになってございます。 

○山本委員長 関谷委員。 

○関谷委員 つまり、保険金としておりてきた部分

は、歳入としてもどこかにはちゃんと入っている

ということで、ここに記載されているのは、それ

が各所管での事務費として出ているという解釈で、

免責分とかそういう部分ではないという解釈でい

いということですね。 

○山本委員長 課長。 

○八木澤収税課長 今回のうちのほうの支出させて

いただいた分については、過失割合が100・ゼロ

だったものですから、一方的な支出だったとは思

うんです。 

○関谷委員 了解です。ありがとうございました。 

○山本委員長 ほかに、その他ということでござい

ますか。 

  執行部のほうはございますか。ございませんか。 

  それでは、これで課税課、収税課の審査を終了

いたします。大変お疲れさまでございました。 

  それでは、ここで暫時休憩といたします。再開
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は２時15分にお願いいたします。 

 

休憩 午後 ２時０５分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎財政課の審査 

○山本委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  財政課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○山本委員長 それでは、議案第35号 平成23年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○伴内財政課長 （議案35号について説明。） 

○山本委員長 ありがとうございます。説明は終わ

りました。 

  各委員の皆さんから質疑、ご意見等をお受けい

たします。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 ４ページ、20款４項４目雑入の施設振

興公社運営費等償還金、ご説明がありました。努

力結果で4,800万も節減できたというすごいこと

なんですが、どんな努力をしたんでしょうか。 

○山本委員長 課長。 

○伴内財政課長 私どものほうで確認をとっている

中では、臨時職員の雇用であるとか、あと職員自

体の１名減になっているという実態がございます。

そういった人件費関係。それと指定管理を受けて、

各種施設の管理運営を行っているところなんです

が、それぞれ外注せずに自分たちでできるものに

ついては、自分たちで作業に入るとか、いろいろ

な形での努力をしているということで話を伺って

おりまして、額的には相当な額にはなっているわ

けなんですが、結果としてこういうような4,800

万というものが節減をできたということでの返還

金ということで伺っております。私どもそれで理

解しております。 

○山本委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 大変すごい削減努力、これは評価した

いと思います。引き続きそういった面も含めて、

こちらに関する部分ではないと思いますが、金額

的な面についての管理というものをお願いしたい

と思います。 

  もう１点、７ページ、歳出の真ん中、１項14目

庁舎管理費消耗品、ＬＥＤ蛍光灯、試験的に今、

データとりをしているということで、細かいこと

なんですが、このＬＥＤの蛍光灯は、メーカー仕

様と量販店仕様という、つくり込みの段階でも違

うらしいんですが、その辺はどちらの仕様の試験

管を使っているか、わかれば。 

○山本委員長 課長。 

○伴内財政課長 今、ご質問ありましたように、メ

ーカーのものと、量販店でいろんなメーカーがつ

くっているという情報は仕入れております。また、

チラシ広告なんかも見ております。汎用型という

ことで、通常、簡単に蛍光灯を取りかえるという

ことではなく、一定の汎用機というものを中に設

置して、それで利用ができるというような仕組み

のものを考えております。ただ、今後、本当に取

りかえるだけで済むというようなものができると

すれば、経費節減にも多少の役に立つのかなとい
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うことで、メーカーの技術革新といいますか、そ

ちらを見据えながら、当面はそういった汎用型の

ものを活用しながら、試験的に導入したいという

ふうに考えております。 

○磯飛委員 わかりました。 

○山本委員長 よろしいですか。 

  ほかにございますか。玉野委員。 

○玉野委員 ６ページ、一番下の枠なんですけれど

も、財産管理事務推進費の中で、不動産鑑定を入

れたという折戸ですね。何か用途とか面積とかと

いう、どういう用途なんですか。 

○山本委員長 課長。 

○伴内財政課長 今回、対象として入れる土地につ

いては、旧塩原町が所有していた土地でございま

して、那須野橋を渡りまして、蛇尾川を渡りまし

て、高林方面に来て、クリーンセンターに曲がる

十字路がありますが、その上流側といいますか、

あちらに約１万3,200平米の市有地がございます。

失礼しました、その下側でございます。道路の下

流側でございます。 

○玉野委員 道路の下ということですか。 

○伴内財政課長 そうですね、横断道路を関谷方面

に向かっていっていただいて、左の下流側といい

ますか、左側です。玉野議員さんの並びですね。

その場所に約１万3,200平米の市有地がございま

す。それにつきまして、利用目的等についてはま

だ明確にはなっておりませんが、その場所を活用

して事業を行いたいというような相談がございま

して、まだ正式な形に公表できる段階までいって

いないものですから、この場でお話、ちょっと申

しわけないんですが、控えさせていただきたいと

思うんですが、市有地として、現在雑木林のまま

活用していない土地ですので、利用目的等が明確

になった段階で、内容を精査した上で、またご相

談したいなというふうに思っています。 

○山本委員長 ほかにございますか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 もう一つ、簡単なことなんですけれど

も、３ページの利子及び配当金のときに、農協は

議員さん0.03からという、からの部分は。 

○山本委員長 課長。 

○伴内財政課長 当初、0.03で予算に投入して、当

初入れたんですが、今回、年度途中で、金融機関

から満期前とか、期間が来ると情報として流れて

連絡が来るわけなんですが、今回、農協さんを確

認しますと、0.03から0.1に利率が上がったとい

うことで伺っております。また、足利銀行さんに

つきましては、0.03から0.08に上がったというこ

とで、それぞれ利率が数倍に上がったということ

で、あくまで利息ですので、全体的には額は少な

いんですが、それに対応するための予算を積み上

げて要求させていただいたということでございま

す。 

○山本委員長 ほかにございますか。ご意見、質疑

等ございますか。ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 では、ないようですので、質疑、ご

意見等を終了したいと思いますが、異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 ご異議がないものと認めます。 

  それでは、討論を行います。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 ないようですので、討論を終了いた

したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 
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  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）については、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。議案第35号に

ついては、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  それでは、ここで決算審査特別委員会（第一分

科会）へ切りかえて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○山本委員長 認定第１号 平成22年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○伴内財政課長 （認定１号について説明。） 

○山本委員長 大変ありがとうございました。説明

が終わりました。 

  ここで暫時休憩を取りたいと思いますが、あと

まだ契約検査課、企画部も残っておりますので、

大変恐れ入ります、この時計で３時10分には再開

したいと思いますので、短い時間ではございます

が、よろしくお願いいたします。 

 

休憩 午後 ３時０５分 

 

再開 午後 ３時１５分 

 

○山本委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  説明が終わりましたので、委員の皆様から質疑、

ご意見等をお受けいたします。 

  ございませんか。 

  関谷委員。 

○関谷委員 それでは、たくさんあるので、１点だ

けにしておきましょう。 

  歳入で31ページ、歳出の54ページ、基金の利子

関係なんですけれども、決算質疑でも出ていたこ

となんですが、特に大きいもので、財調、減債、

新庁舎、合併新校、それから清掃センターの解体

基金もなんですけれども、原資として減っている

というか、繰り入れたものはほとんどないという

ふうに考えているんですが、21年比較で、財調の

ほうなんか、額は大したあれではないかと思うん

ですけれども、財調のほうは十数万、三、四万ぐ

らい減っている形。減債のほうは約10万ぐらいふ

えている形。新庁舎のほうは10万ぐらい減ってい

る形。約の話ですけれども、合併振興はほぼ横ば

い。清掃センターで約半額に減っているというよ

うな形だと思うんですけれども、当然、振り分け

て運用されている部分なので、一括じゃないので、

それ区分けしているもので、いろいろその辺の差

異なのかなと思うんですけれども、その辺が増減

がわかりやすいようにご説明をいただきたいんで

すけれども。 

○山本委員長 課長。 

○伴内財政課長 ただいまご質問いただきました財

調、減債、新庁舎等の基金利子につきましては、

会計課が基本的に所管として、その基金を運用す

るというような形で、基金条例に基づいて、それ

ぞれの基金額のうちの幾分かずつに振り分けた中、

で各金融機関のほうに預金をして、その利子を見

込んで、こういった形で自主決算をいただいてい

るわけなんですが、やはりペイオフ対策とかいろ

んな形で、率のいいところだけに積んでいるとい

うことではないというような経過がございまして、
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正直、私どものほうで、ちょっと手持ちでは今、

持ってきておりませんが、市内のいわゆる公的金

融機関であるとか、そういったところにある程度

万遍なく預金を積み立てているというような経過

がございまして、その辺でどうしても毎年、率に

変化が出てしまったり、もちろん、率の違いによ

って総額でも相当の開きが出てしまうというよう

な実情がそういうことで、私どもは理解しており

ましたので、今、ご質問いただきましたように、

もう少しわかりやすい形での数字の整理というも

のを、ちょっと今、手持ちにないものですから、

大変申しわけありませんが、後日という形でよろ

しいですか。わかる範囲でちょっと整理したいと

思います。 

○山本委員長 関谷委員。 

○関谷委員 あわせてなんですけれども、今のは後

で説明がつく形でいいですけれども、もう一つに

は、基金の最終的に22年度は財調を５億5,000で、

減債５億の新庁舎５億というような形で、積み立

てているわけですけれども、これは結局、決算を

閉める、年度末閉めて、会計調整期間の中で、実

際に積み立てられるのがいつで、それに伴って、

会計上は年度末にはその５億5,000万とか５億が

積み立てられた部分が基金の残高という形になる

んだと思うんですけれども、この利子という部分

で、金融機関に預けているところで決済されるの

がどういう時期になるか。大体年に１回ぐらい、

金融機関、通常の部分だと、半期ごとぐらいに利

子の精算というものが多分、行われているんだと

思うんですけれども、その辺がこの年度との絡み

で、いつごろそれが決済されて反映されてくるの

かというところだけでも、今わかれば。もしわか

らなければ、あわせて後ほどという形で。 

○山本委員長 課長。 

○伴内財政課長 この基金に、今回、５億強のもの

を積み立てているわけなんですが、22年度の決算

の時期的なものでお答えいたしますと、今おっし

ゃられたとおり、４月を過ぎて出納閉鎖期間内で、

全体の会計の状況を見ながら、補正で位置づけて

ありますので、財源はもちろんあるんですが、そ

の段階で、例年ですと５月中ぐらいに、実際に会

計処理をして、基金に積み立てを行っているとい

うのが、22年度決算のときの状況では、そういう

期間に実施をしております。 

  実際に基金の積み立てに伴う、いわゆる金融機

関への定期の預金の積み立てに対しての、通常、

利子の配当になるのならば、おっしゃるとおり年

２回ということで、例年２月と……。大体その辺

に、ちょっと申しわけないですが、その細かい資

料はちょっと手持ちにないんですが、どうしても

基金の積み立てる時期としては、年度末を迎えた

後に入れておりますので、それから会計課のほう

で、全体の中からある程度分散しながらの積み立

てになっているものですから、本当であれば、早

目に予算措置したのであれば、早く積んで早く利

子を少しでも得るという方法もあるかとは思うん

ですが、どうしても全体のバランスを見ながら、

年度切りかえの段階で、通常は予算措置をとって

いるというのが現状でございますので、その辺で

預金の利子との積み立ての時期との関連も含めて、

ちょっと整理をさせていただきたいと思います。 

○山本委員長 関谷委員。 

○関谷委員 そうすると、22年度のこの利子は、逆

に言うと、21年度の積み立てた時期、残高という

部分の影響のほうが、逆に言うと受けているとい

うことで考えるのがということなんだと思うので、

その21年度の積み立てた時期と残高と。その辺か

らの時系列が、多分２年ぐらいないと説明がつい

ていかないのかなと思うので、後にご説明いただ

く折には、そんな形で一応ご説明いただければと
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いうふうに思いますので、お願いします。 

○山本委員長 課長。 

○伴内財政課長 ありがとうございます。今、ご指

摘いただきました内容については、早急に整理を

して、資料という形でお示ししたいと思います。 

○山本委員長 ほかに質疑、ご意見等、ございます

でしょうか。 

  若松委員。 

○若松委員 43ページの21款の市債ということの１

項３目、合併特例債ということで、農山漁村活性

化プロジェクト新交付金事業ということであるん

ですけれども、この事業内容というのはどんなも

のなんでしょうか。 

○山本委員長 課長。 

○伴内財政課長 この事業につきましては、農林整

備課が実施している事業でございまして、佐野、

三本木地区の全体の排水対策ということで、新幹

線の横断も含め、大塚から佐野、三本木地区に排

水管を中心に整備をして、相ノ川のほうに放流し

ていくというようなことで、もう４年ぐらいです

か、実施している。全体的事業期間、６年に、多

分１年ふやしていると思うんですが、その排水対

策を主に、農地の排水対策を主に実施している事

業でございます。 

○山本委員長 ほかにございますでしょうか。 

  平山委員。 

○平山委員 ページ56ページの１項６目の財産管理

費の中から、一番上のほうの使用料及び賃借料で

すか、本庁者駐車場用地ほか21件。その下の、先

ほどの工事請負費の島方地内の記念碑というのは、

これ東那須野中学校の取り組みですけれども、こ

の中学校地内に石碑か何かを立てる工事なんでし

ょうか。 

  また、その上の駐車場用地ほか21件は、どんな

ようなところがまたあるんでしょうか。 

○山本委員長 課長。 

○伴内財政課長 まず、島方地内の記念碑というこ

となんですが、まず場所につきましては、東那須

野中学校の新しく建てました体育館があるかと思

うんですが、その裏側というんですか、学校を挟

んで細い道を入っていって、左側が体育館。その

右側に用地を寄附をいただきまして、学校の駐車

場ということで、現在利用させていただいており

ます。もともとの駐車場のところに体育館が建っ

ているものですから、そういった部分での利用形

態としては、教員専用の駐車場になっていると思

うんですが、ということで、体育館に細い道路を

挟んだ向かい側に用地をいただきまして、そこに

手入れした際に記念碑を立てたということでござ

います。 

○平山委員 どのぐらいの敷地をいただいたんです

か。 

○伴内財政課長 面積が828平米。250坪です。 

○平山委員 記念碑というのは。 

○伴内財政課長 このくらいの丸っこい川石のよう

なものに。それと、現場石じゃないんですけれど

も、それを用意しまして、面を削って、記念の文

字を多少刻ませていただいたものを隅のほうに置

いてあるということです。 

○山本委員長 よろしいですか。 

○平山委員 駐車場については。 

○山本委員長 課長。 

○伴内財政課長 本庁舎駐車場用地ほか21件という

ことなんですが、この庁舎の前、裏、また後ろの

森林公園、それと入り口の両側の松林とか、そう

いった部分を市のほうでは、本庁舎関連で今、お

借りをしている状況でございます。そういった部

分の、件数的には細かいものもありますので、あ

れですが、そういった部分の用地の借用をしてい

る部分ということでございます。 
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○平山委員 面積としてはどのくらい。 

○山本委員長 課長。 

○伴内財政課長 申しわけありません、ちょっと表

にはなっているんですが、大きいところでいきま

すと１万7,000平米、これは先ほど言いました県

営団地とか、そういった部分もこれ含まれていま

すので、県営住宅ですか、県営住宅の底地を借り

ていたり、庁舎関係ですと、ここで１万399平米

とか、今、電卓を入れております。申しわけあり

ませんが。 

○山本委員長 それでは、後で結構でございますの

で、これの詳細を。 

  平山委員。 

○平山委員 今の現状ですが、今後のその土地に対

して購入する予定とか、またはその返還なんかを

考えてはいるんでしょうか。 

○山本委員長 課長。 

○伴内財政課長 現時点で新たに用地を求めるとい

うことは、現在、利用目的等も含めて、現時点で

はちょっと考えているものはございません。 

○山本委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑、ご意見等、ございますでしょうか。

ありませんか。 

  平山委員。 

○平山委員 すみません、議案資料の66ページの一

般会計決算の性質別分類の状況というところから

ちょっとお伺いしたいんですけれども、一番上の

義務的経費の人件費のうち、職員給与が三角で

4.5％のわけと、それから２番目の扶助費の37.9

のこれは増ですね。それから、これなんかは約40

近い増なんですけれども、これは子ども手当のほ

かの何か別の理由があるのかなということで、ご

質問いたします。 

  それと、投資的経費の市単ですね。２番目の単

独事業の三角の19.6、それからまた県営の事業負

担金のやはり20.2のそれぞれの理由なんですね。 

  それから、もう一つ、その他の経費につきまし

て、３番目の補助費が44.1の三角ですね。 

  それから、積立金が1,022.2の増がかなり大き

いのがあるんですね。 

  その下の投資及び出資金の三角の96.7のそれぞ

れの理由についてお聞きしたいんですけれども。

お願いいたします。 

○山本委員長 課長。 

○伴内財政課長 まず、ご質問いただきました人件

費関係、職員給与費で、三角4.5％ということで

減っておりますが、これにつきましては、職員の

人数関係が、21年の４月１日現在で788人おりま

したが、22年４月１日では765人ということで、

23人ほど減になっております。そういったのが主

な要因と考えております。 

  扶助費につきましては、副委員長がおっしゃら

れたとおり、基本的には子ども手当の20億からの

新たな経費が積み増されたのが主な要因というこ

とで考えております。 

  それと、投資的経費の中の単独費関係でござい

ますが、これにつきましては、那珂川河畔公園の

プール改修が前年度で終了していると。それと、

西那須野地区市街地再開発事業についても、１億

5,000万ほど減になっているということで、市単

独の事業関係の経費が大きく落ち込んでいるのが

要因というふうに考えております。 

  それと、県営の負担金関係でございますが、こ

れにつきましては、農サイド、農林サイドの事業

で、これまで負担金事業として整備していたもの

が一部完了したとか、そういった経費の積み上げ

で、全体的に下がってきているということでござ

います。大きいところでいきますと、金沢高阿津

線とか、ああいった部分で大きな事業費をくって

いましたので、そういった部分が最終段階になっ
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ているというふうな要因というふうに、私どもは

考えております。 

  それと、その他の経費の中の補助費関係でござ

いますが、これにつきましては、21年度まで繰り

越してやりましたが、定額給付金関係が、20年か

ら21年度に繰り越されて17億ほどありました。そ

れが終了したということで、大きく減になってお

ります。それとあわせて、那須塩原クリーンセン

ターの整備につきましては、負担金という形でこ

れまで予算化をしておりましたので、そういった

17億、10億というような大きな事業が２つほど終

了してきているということで、44％の減というよ

うな数字になってきております。 

  それと、積立金につきましては、各基金への積

み立てでございます。財政調整基金であるとか減

債基金、それと新庁舎整備基金等で、それぞれ積

み立てを実施したことに伴いまして、大幅にふえ

て結果が出ているということでございます。 

  それと、投資及び出資金につきましては、水道

事業、これの出資金というのが、これまで１億

5,000万近くあったわけなんですが、それが丸々

減ということで、１億4,800万ほど減になってお

ります。そういったところが大きな要因というこ

とで、約96％の減ということで、事務局のほうで

は考えております。 

○山本委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑、ご意見等、ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認めます。 

  討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  それでは採決いたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。認定第１号に

ついては、原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第９号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○山本委員長 それでは、次に認定第９号 平成22

年度那須塩原市公共用地先行取得事業特別会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○伴内財政課長 （認定第９号について説明。） 

○山本委員長 ありがとうございます。説明が終わ

りました。 

  委員の皆様から質疑、ご意見等をお受けいたし

ます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認めます。 
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  討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第９号 平成22年度那須塩原市公共用地先

行取得事業特別会計歳入歳出決算認定については、

原案のとおり認定すべきものとすることにご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。では、認定第

９号については、原案のとおり認定すべきものと

決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○山本委員長 それでは、次に、その他に入ります。 

  先ほど、平山委員の保留しておいたことについ

ての説明をお願いいたします。 

○伴内財政課長 21件の総面積なんですが、４万

8,137平方メートルでございます。１万4,500坪と

いうことです。 

○山本委員長 よろしいですか。ありがとうござい

ます。 

  それでは、その他ということで、ほかにござい

ますでしょうか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 そのその他って、決算に伴うその他で

すか。それとも全般的なその他なんですか。 

○山本委員長 財政課に関してのその他ということ

でございます。 

○磯飛委員 決算じゃなくても。 

○山本委員長 はい、そうです。でなくても結構で

す。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 財政にひっかかるんだかどうかわから

ないんですけれども、先ほどの東那須野中の土地

を寄附されたということで質問が出ていたので、

一応財政課のほうに、質問というより確認をさせ

ていただきたいと思います。 

  この寄附に伴う、決算とはちょっと離れてしま

うんですが、寄附者に対しての表彰とか、そうい

ったものを今回の市の表彰規定の中で、表彰者の

認定という作業を行ったと思うんですが、そこに

入っていたかどうかというのと、もう１件、それ

に伴って土地の寄附者、若松さんがよく一般質問

している鍋掛地区の歩道をつくって、土地を寄附

してくれた方、その２件の土地寄附者に対する表

彰というのは、今回、対象に入っていたかどうか、

確認したいんですが。 

○山本委員長 課長。 

○伴内財政課長 まず、東中関係についてなんです

が、今回、私どものほうでは21年度の段階で表彰

をさせていただいておりますので、しているとい

うことでございます。 

  それと、豊浦小の関連ですか、歩道の部分。ち

ょっと私どもでは把握しておりません。 

○山本委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 財政か総務か、統括は総務になるんで

しょう。全体まとめて。 

○伴内財政課長 秘書課です。 

○磯飛委員 じゃ、秘書課が来たとき、確認してみ

ます。 

○山本委員長 企画のほうで。 

  ほかにその他ということでございますでしょう
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か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 執行部はございますか。ないですか。

それでは、これで財政課の審査を終了いたします。

大変お疲れさまでございました。 

  ここで、執行部入れかえのため、暫時休憩とい

たします。契約検査課に入りますので、少しお待

ちください。 

 

休憩 午後 ３時４２分 

 

再開 午後 ３時４５分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎契約検査課の審査 

○山本委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  契約検査課の審査に入ります。 

  今回、契約検査課関連の付託案件はございませ

んので、これより決算審査特別委員会（第一分科

会）に切りかえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○山本委員長 認定第１号 平成22年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○鈴木契約検査課長 （認定第１号について説明。） 

○山本委員長 ありがとうございます。説明が終わ

りました。 

  各委員の皆様から質疑、ご意見等をお受けいた

します。ございますか。よろしいですか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 57ページ、決算には直接関係ないんで

すけれども、説明があった中で、指名停止基準適

用状況の中の第16号、建設業法違反行為、この行

為はどんな行為だったんでしょうか。 

○山本委員長 課長。 

○鈴木契約検査課長 それでは、16号の建築業法の

違反ですね。これにつきましては、これは宇都宮

の会社で、平成理研さんという会社でございます

が、これにつきましては、栃木県知事の許可を受

けた、栃木県だけで建設業をやる場合には知事の

許可でいいんです。これ、２つの県にまたがる、

全国の会社が当然そうですけれども、こういった

ものは国土交通大臣の許可が必要ということで、

この平成理研さんは、他県で、他県というのはこ

れは、県は何県か、ちょっと申しわけございませ

んが、ほかの県で、本社は宇都宮、栃木県なのに、

国土交通の大臣の許可を取っていないで仕事を受

注したということでございます。建設業法にはそ

れが書いてありますので。大臣と、県内は知事と

いうふうになっています。 

○山本委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 仕事を１件受注したということは、本

市の仕事も受注したという解釈ですか。 

○山本委員長 課長。 

○鈴木契約検査課長 これにつきましては、本市で

はございません。これは、具体的には……。本市

でないというのだけは間違いありません。これ、

県のほうから随時、そういったものが来ますので、

これはうちのほうの仕事を受けて、何か安全管理

を怠った、事故を起こしたとかいうことじゃなく

て、建設業者の資質の話でございます。建設業法

に違反したということで、うちのほうも準じてや
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っているということで、ご理解ください。 

○山本委員長 よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  植木委員。 

○植木委員 簡単に、単純な質問なんですが、58ペ

ージ、契約管理費の中で、この検査を工事の完成

度によって度合いによってするわけですが、中間

検査、出来高検査、完成検査と。48、12、228、

合計286になっていますが、それぞれのこの検査

時期の違いというのはどういうことなのか、簡単

にご説明いただきたい。 

○山本委員長 課長。 

○鈴木契約検査課長 まず、中間検査でございます

が、これにつきまして、通常は3,000万以上、か

つ工期が150日以上の工事ということで、大規模

な工事です。大規模な工事は、必ずこの２つの要

件、3,000万で150日になったものは必ずやります。

また、低入札調査基準価格を下回った工事につき

ましては、うちのほうで調査をして、できないお

それはないということ、または失格ということも

ございますが、できないおそれはないというふう

になった場合に、請負者になった場合、これは中

間検査を受けるんですけれども、あとは、工事評

定点で、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅとうちのほうでは５

段階、県に準じて同じようなやり方をしておりま

すが、Ｄということで64点以下、これは次年度ま

で、当該年度と次年度まで検査を義務づけるとい

うことで、これは現在もそういうものは幾つかご

ざいます。 

  以上です。 

○山本委員長 委員、よろしいですか。 

○植木委員 そうすると、この出来高検査の10件と

いうのは、また何かこれ理由があるんですか。条

件が。 

○山本委員長 課長。 

○鈴木契約検査課長 出来高検査につきましては、

継続費ですね。これは継続費の年度末、２年にま

たがって工事を行う。建築、学校、耐震とかあり

ますね。あとは、当然、業者の権利として、こう

いう中小企業は厳しい状況ですから、前払いをも

らっていますけれども、それ以上に仕事をやった

場合に、出来高検査の請求が請負者のほうから出

た場合に、それに呼応して、私どもは出来高設計

を担当者がつくって、それを契約検査部が完全に

できているかという検査をして支払うという、何

種類かの事例がございます。 

○植木委員 わかりました。ありがとうございます。 

○山本委員長 ほかに質疑、ご意見等、ございます

でしょうか。ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認めます。 

  討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思います。ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。認定第１号に

ついては、原案のとおり認定すべきものと決しま
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した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○山本委員長 それでは、次に、その他に入ります。 

  その他ということで、契約検査課について、何

かございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 執行部のほうで何かございますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、契約検査課の審査を終了

いたします。大変お疲れさまでございました。 

  これで総務部の審査は終わるんですが、課長、

どうぞ。 

○熊田総務課長 先ほど総務課の中で、平山委員さ

んからご質問のあったことについて、答弁を保留

した件について、述べさせていただきたいと思い

ます。 

  例規検査システムのデータ作成の業務委託に関

してでありますけれども、以前、紙ベースのとき

と比べて費用がどうかというお話だったんですが、

ちょっと私ども勘違いしていまして、現在、この

電子データで、市民の方もホームページから例規

のほうも見ることができます。職員も同じように、

情報系のパソコンの中で例規システムを見ること

ができます。 

  それと並行しまして、例規集という、以前の紙

ベースの５冊、150ほど加除して更新しておりま

す。その費用を含めてということで、これ合併以

来、ずっとこれでやっているということなもので

すから、費用の対比というのは以前とはできない

状況でありますが、年間800万程度かかっている

ということであります。 

  さらにつけ加えて言うと、23年度で新たな契約

を結びまして、さらに使いやすくバージョンアッ

プ、例規の改正なんかもそのシステムからできる

ようなものも入れました。ただ、費用的には、以

前に比べてかなり安くて、紙ベースの加除と合わ

せても、年間、今年は450万の予算要求となって

いますので、経費節減が図れたような状況になっ

てございます。 

  以上でございます。 

○山本委員長 ありがとうございます。 

  大変失礼いたしました。それでは、これで総務

部の審査をすべて終了いたします。ご苦労さまで

ございました。 

  執行部入れかえのために、暫時休憩といたしま

す。４時10分には始めますので、よろしくお願い

いたします。 

 

休憩 午後 ４時０３分 

 

再開 午後 ４時０６分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎企画部の審査 

○山本委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより企画部の審査を始めます。 

  初めに、企画部長からごあいさつをいただきた

いと思います。 

○室井企画部長 （挨拶。） 

○山本委員長 大変ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎企画情報課の審査 

○山本委員長 それでは、企画情報課の審査に入り
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ます。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○古内企画情報課長 （議案第35号について説明。） 

○山本委員長 ありがとうございました。説明が終

わりました。 

  委員の方々から質疑、ご意見等をお受けいたし

ます。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 ７ページ、１款１項９目の国道400号

バイパスの橋梁情報管の整備について、ＮＴＴと

協同ということ、負担割合はどんな割合になって

いますか。 

○黄木情報管理兼情報推進係長 トンネルのときと

同じように、条数比割でやる予定でおります。情

報管路というのは、塩ビ管を想像していただけれ

ばいいんですけれども、光ファイバーケーブルを

通すために塩ビ管を設置するんですね。１条、２

条。塩原トンネルについては条数比割でやってい

ただきました。今回も条数比割でお願いするつも

りでいます。 

○山本委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 予算、工事額としての金額の割合はわ

かりますか。 

○山本委員長 係長。 

○黄木情報管理兼情報推進係長 ４条と１条、合計

５条の数です。 

○磯飛委員 情報が１条ということですか。 

○山本委員長 課長、どうぞ。 

○古内企画情報課長 うちのほうが１で、ＮＴＴが

４という割合でございます。 

○磯飛委員 了解です。 

○山本委員長 ほかに質疑、ご意見等はございます

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 ご異議のないものと認めます。 

  討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）については、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。議案第35号に

ついては、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  それでは、ここで決算審査特別委員会（第一分

科会）へ切りかえて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○山本委員長 認定第１号 平成22年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 
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○古内企画情報課長 （認定第１号について説明。） 

○山本委員長 わかりました。説明が終わりました。

ありがとうございます。 

  それでは、各委員の皆さんから、質疑、ご意見

等をお受けいたします。 

  質疑、ご意見等はございますか。ございません

か。 

  関谷委員。 

○関谷委員 60ページの30事業、一番下の通信運搬

費のところなんですけれども、インターネットの

接続系はわかるんですけれども、幾つかシステム

系があると思うんですが、これは使用料じゃなく

て通信なんですか。 

○山本委員長 係長。 

○黄木情報管理兼情報推進係長 これは俗にＡＳＰ

といって、サービスをインターネット経由で、相

手方の企業から受けているというものなんです。

これについては、契約検査課のほうの要件がござ

いまして、これは役務費、通信運搬費で継続が望

ましいということで、そのようにやっております。 

○山本委員長 課長。 

○古内企画情報課長 このことですが、ＡＳＰ、い

わゆる通常のパソコンのところへソフトをインス

トールして使うというのが今までだったんですけ

れども、今使っているのが、コストを削減するた

めに、ソフトは別な場所にあるんですけれども、

それを通信を使って、端末だけ使う、いながらそ

のソフトを使うという方法が、今、多いものです

から、その一環で役務費を使っているというよう

な意味合いでございます。 

  ですから、借りている場合にはレンタル料、リ

ース料とか、そういうのがかかるんですが、そう

いったもので通信で持ってきて、そこでソフトを

使っているということなので、役務費という形に

なっております。 

○山本委員長 おわかりになりますでしょうか。 

○関谷委員 意味はよくわかったけれども、まあい

いでしょう。７時になっちゃうから。 

○山本委員長 ほかにございますか。ご意見等。 

  平山委員。 

○平山委員 簡単に。59ページの地域振興費、一番

上ですね。野岩鉄道というんですか、これの補助

金の内容と、あとまた、本市と日光市との負担割

合なんかをお願いします。 

○山本委員長 課長。 

○古内企画情報課長 野岩鉄道の今回、270万、200

万ちょっとふえているという話の中の内容でござ

いますが、まず、野岩鉄道は、ご存じのように、

まずソフト事業とハード事業とで、安定化と安全

性向上、この経営安定化事業というのはまずいわ

ゆるソフト事業、経営安定化の部分で、今回、ふ

えているのがこの安全性向上、ハードの部分です

ね。先ほどお話しさせてもらった葛老山トンネル

改修工事、これは21年度に急遽、両岸コンクリー

トが、トンネルの下の部分の線路の下の部分なん

ですけれども、それがどうも沈下し始めていると

いう話がありまして、それを改修工事するという

ことで、21から24年度までの４カ年事業となって

います。 

  21年度については、これは補正で９月の組んだ

ものですから、距離的には185ｍ。今回、ふえた

理由は500ｍでございますので、金額がふえてい

ると。これは、トンネルの場所は、湯西川温泉駅

と川治湯元駅の中間にあるところでございますが、

まず負担割合でございますけれども、先ほどお話

があったように、まず安定化につきましては、栃

木県と福島県で、そしてまた先ほどお話あった日

光と、実際は栃木県内の市町村としますと、那須

塩原と日光だけなんですね。全部合併しています

から。そうしますと、株の持ち株で言うと、85％
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何がしかが日光で、十四、五％がうちのほうとい

うことで、ざくっと計算しますと、まず安定化の

部分は3.9％、うちのほうはかかっています。こ

の今回のいわゆる葛老山に関するハード事業、安

全性向上につきましては2.1％。すみません、逆

です。2.1で、安全性が3.9ということで。 

○山本委員長 もう少しゆっくりということで。 

○古内企画情報課長 経営安定化のほうは2.1％で、

安全性向上が3.9％が、最終的な全体工事費の中

の市の負担部分がそういうパーセンテージでやっ

ています。それが福島県と栃木県で２対半分。な

おかつ、栃木県がまた半分持って、そこの残った

のについて持ち株でやっているという計算で、そ

れを全部計算しますと、そういった形になります。 

  今回、金額がふえているというのは、21年度は

途中からやっぱり補正組んだので、当初から高か

ったものですから、距離が短かった。ということ

で、金額が少なかった。今回は、22、23、24とい

うことで、３カ年で約500ｍずつやるのに、全長

の1,780ｍございます。その中で、今回は、年度

を通して、500ｍやるということで、21年に比べ

て金額がふえているというのはそういう理由で、

負担割合は以上でございます。 

  ちなみに、ちょっと話はそれますけれども、３

月11日の震災以降、客が激減しました。それで、

３月11日の、いわゆる３月にデータを調べた限り

では、76％ぐらい減る。今どうなっているかとい

うと、最近、７月のデータまでしかないんですか、

二十四、五％まで回復した。減った部分ですね。

75％減ったのが３月。７月現在は、二十四、五％

減っているまで、対前年の同じ同月比をやった場

合の話ですけれども、そこまで回復しつつあると

いう状況でございます。 

○山本委員長 ありがとうございます。 

  ほかに質疑、ご意見等、ございますか。 

  関谷委員。 

○関谷委員 先ほどの件なんですけれども、すみま

せん、もう１回聞かせてください。つまり、その

システムにアクセスすると、いわゆる通常の通信

に対する課金のほかに、そのシステムをつなぐこ

とによって、プラスアルファの課金が発生してい

るというようなシステムの契約なんでしょうか。 

○山本委員長 係長。 

○黄木情報管理兼情報推進係長 今、おっしゃるよ

うに、インターネットですので、通信費そのもの

は実はかかっていないんですよね。実際は、支払

っているのはそのシステムの利用料だけなんです

けれども、このようなサービス形態における場合

は、確かにおっしゃったように、使用料というの

も選択肢としてはあるんでしょうけれども、一般

的に役務費で払うのが、ごめんなさい、名前を忘

れたんですけれども、契約の手引みたいなものに

そう書かれていて、このような役務費で払ってい

る自治体も多いということで、我々もそれに倣っ

てやっているというようなことでございます。 

○山本委員長 関谷委員。 

○関谷委員 その契約の中身が、月額使用料的な部

分で契約されているのか、ワンパッケージで契約

されているのか、それとも、例えばその都度の課

金になっているとか、いろんなパターンがあるか

と思うんですけれども、その辺だけもしわかりま

したら確認させてください。 

○山本委員長 係長。 

○黄木情報管理兼情報推進係長 今、ここに書いて

あります３つのシステムについては、まず導入の

ときの初期費用があって、その後はすべて月額で

支払っております。 

○山本委員長 ほかにございますか。よろしいです

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○山本委員長 それでは、ほかに質疑、ご意見等な

いようですので、終了したいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認めます。 

  それでは討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  それでは、これより採決いたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。認定第１号に

ついては、原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○山本委員長 それでは、次に、その他に入ります。 

  その他ということで、企画情報課について何か

ございますか。よろしいですか。 

  執行部のほうから何かございますか。ございま

せんか。 

  それでは、企画情報課の審査を終了いたします。

大変お疲れさまでございました。 

  執行部入れかえのため、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ４時３３分 

 

再開 午後 ４時３５分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民協働推進課の審査 

○山本委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  市民協働推進課の審査を行います。 

  今回、市民推進協働課関係の付託案件はござい

ませんので、これより決算審査特別委員会（第一

分科会）に切りかえて審査をいたします。 

  それでは、ここで決算審査特別委員会（第一分

科会）へ切りかえて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○山本委員長 認定第１号 平成22年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○藤田市民協働推進課長 （認定第１号について説

明。） 

○山本委員長 ありがとうございます。説明が終わ

りました。 

  それでは、委員の皆様から、質疑、ご意見等を

お受けいたします。 

  いかがですか。ございませんでしょうか。 

  関谷委員。 

○関谷委員 59ページの車座談議ですけれども、事

業交付金の７地区、主な事業をご紹介ください。 

○山本委員長 課長。 
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○藤田市民協働推進課長 それでは、７地区の取り

組みについてご説明申し上げます。 

  ７地区につきましては、黒磯地区、そして鍋掛

地区、そして東那須野地区、高林地区、南地区、

大山地区、塩原地区ということになります。 

  黒磯地区におきましては、駅前広場及び駅前通

りの花いっぱい運動ということでございます。鍋

掛地区につきましては、エドヒガンザクラの保存

ということでございます。東那須野地区につきま

しては、東那須野公園へのスイセンの植栽。そし

て、高林地区につきましては、高林再発見マップ

ということで、高林の個性ある資源をマップに取

りまとめたという内容でございます。そして、南

地区につきましては、ゴーヤの緑のカーテンづく

り及び遊びの森づくりということでございます。

大山地区につきましては、ホタルの復活というこ

とで、カゴメのヨウワク水路というものがござい

ましたが、それが結構浄化されていますので、そ

こにホタルを再生するという取り組みと、あとは

エドヒガンザクラの保存ということでございます。

塩原地区につきましては、大きな清掃及びいろは

もみじの植栽というような内容になってございま

す。 

  以上です。 

○山本委員長 よろしいですか。 

  関谷委員。 

○関谷委員 わかりました。 

  車座談義は、全国的にも本市の中でも注目度の

非常に高い事業で、ご視察も随分受けているかと

思いますので、この辺の事業に関しては、決算書

記載の折に、一覧で載せていただけると。他の車

座の方々にとっても、我々にとっても、一つの目

安となるかと思いますので、記載の工夫をお願い

できればというところだけ、要望させていただき

ます。 

○山本委員長 何かご意見ございますか。 

  課長。 

○藤田市民協働推進課長 来年、そのような形で訂

正させていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

○山本委員長 ほかに、質疑、ご意見等ございます

でしょうか。ございませんか。 

  平山委員。 

○平山委員 63ページの、１項11目の男女協働参画

推進費の中から、負担金で、栃木県の次世代人材

という事業の市の負担金、これの内容をちょっと

お伺いいたします。 

○山本委員長 課長。 

○藤田市民協働推進課長 こちらにつきましては、

県のほうで主催しています次世代人材づくり事業

ということで、海外派遣研修を県が主催で実施し

ております。そちら、行き場所はフランスという

ことでございまして、そちらに本市出身の方が１

名、手を挙げていただいたということで、費用負

担は県が３分の１、市が３分の１、自己負担が３

分の１というようなことになってございます。そ

ちらの海外視察への研修に係る市の負担分の予算

支出だということでございます。 

○山本委員長 よろしいですか。 

  平山委員。 

○平山委員 先ほど関谷委員のほうからも言われた

んですけれども、車座談義の、なかなかこれは事

業地域がなかなか進まないようなんですけれども、

ずっと７地域でなっているような感じなんですけ

れども、なかなか行われない理由というのは何か

あるんでしょうか。 

○山本委員長 課長。 

○藤田市民協働推進課長 地域の事業費を使って、

車座の事業を実施しているところは７団体なんで

すが、15のすべての車座で事業は実施しておりま
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す。運営費補助金だけで事業を賄っているような

車座もございますので、15地区すべてが、要する

に車座談義に基づく事業を展開しているというこ

とでございます。 

  経費が比較的安価にできる事業としましては、

通学路の安全マップを作成したりだとか、あるい

は消防署に声かけをしまして、消火器の使い方だ

とか、そういうものも含めた消火訓練なんかを行

っているところもございます。事業費交付金とい

うことで使っている車座は７地区でございますが、

全地区15地区が、車座談義に基づく車座の事業を

実施しているということでございます。 

○山本委員長 よろしいですか。 

○平山委員 わかりました。すみません、ありがと

うございました。 

○山本委員長 ほかにございますか。よろしいでし

ょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認めます。 

  それでは討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。認定第１号に

ついては、原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○山本委員長 それでは、次に、その他に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、ほかに質疑、ご意見等な

いようですので、終了したいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認めます。 

  それでは討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  それでは、これより採決いたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。認定第１号に

ついては、原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 
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○山本委員長 それでは、次に、その他に入ります。 

  その他ということで、市民協働推進課について

何かお聞きになりたいこと、ございますか。あり

ませんか。 

  執行部のほうで何かございますか。ございませ

んか。 

  それでは、これで市民協働推進課の審査を終了

いたします。大変お疲れさまでございました。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午後 ４時５２分 

 

再開 午後 ４時５３分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎秘書課の審査 

○山本委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  秘書課の審査に入ります。 

  今回、秘書課関係の付託案件はございませんの

で、これより決算審査特別委員会（第一分科会）

に切りかえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○山本委員長 認定第１号 平成22年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○松江秘書課長 （認定第１号について説明。） 

○山本委員長 ありがとうございます。説明が終わ

りました。 

  委員の皆様から、質疑、ご意見等をお受けいた

します。 

  玉野委員。 

○玉野委員 53ページ、広報なすしおばらの入札で

マイナス290万、減ったということですけれども、

そもそもがこの、最初の金額から290減っていま

すけれども、その最初の金額って幾らなんですか。 

○山本委員長 課長。 

○松江秘書課長 なすしおばらの、平成21年度の総

額でございますが、1,476万5,125円でございます。

それが、先ほど申し上げましたように、299万

2,895円減りまして、５月の５日号、20号合わせ

まして、1,177万2,230円になったということでご

ざいます。 

○山本委員長 よろしいですか。 

〔「おおよそ２割減ったと。大変単価下げ

ていますね。」と言う人あり〕 

○山本委員長 よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  若松委員。 

○若松委員 すごく簡単なことですけれども、市長

と語る会ということで、年４回開いたということ

なんですけれども、これは市長が独自に場所を決

めるんだから、そういった市民からの要望なのか、

その辺ちょっと聞きたいんですけれども。 

○山本委員長 課長。 

○松江秘書課長 基本的には、自治会レベルを単位

にしますけれども、そちらからの要望に応じて、

その日程を決めていただいて、市長と関係部長、

課長クラスが出向くというような形でやっており

ます。 

  以上です。 

○山本委員長 若松委員。 
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○若松委員  ４回というのは大体どの自治会です

か。もしわかっていましたら。 

○山本委員長 課長。 

○松江秘書課長 板室、それから２回目はちょっと

幾つもの自治会が固まっていますけれども、西那

須野で言う中央、西那須野公民館のエリア、中央

コミュニティですけれども、地区で言うと太夫塚、

五軒町、永田区、二つ室、第一南区、これが合同

で１回。３つ目が、沓掛新田。４つ目が、佐野自

治会でございます。 

  以上でございます。 

○山本委員長 ほかにございますか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 今の市長と語る会の関連なんですけれ

ども、市長と語る会存在そのものは、市民に対し

てどう周知しておりますか。 

○山本委員長 係長。 

○小泉広報広聴係長 周知は、一応自治会を単位と

して市長と語る会を実施するということで、各自

治会長さん、こちらに直接通知を出しまして、希

望の日にち、市長の日程と合った日にちを合わせ

ていただくのと、テーマを決めて実施ということ

で、それぞれ自治会のほうで、市長とお話をする

のに何もテーマがないところでは話し合いになら

ないということで、テーマを自治会内で決めてい

ただいて実施するというような形でやっておりま

す。直接、通知のほうを自治会長さんにお送りし

て、実施しています。 

○山本委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 その際なんですが、市長と語る会とい

う名目なんですが、その地域にとって大きな問題、

困った問題が出てきたと。これを市あるいは市長

の考えというものをお聞きしたいというようなテ

ーマ設定でもよろしいんですか。 

○山本委員長 係長。 

○小泉広報広聴係長 一応、テーマ設定としては、

市で考えている課題等を市長と話し合いを持つこ

とで、これからいい方向に持っていくような方策

というものをお互いに、市長との協働というのも

ありますので、お互いにどのように進めていった

らいいんだろうということで、話し合いを持って

いるわけです。 

  去年、４回行ったわけなんですが、沓掛新田と

佐野地区においては、自主防災組織についてとい

うことで、地元での課題を市長を交えて話し合っ

たと。西那須野中央コミュニティ地区につきまし

ては、東小学校周辺の通学路の整備についてとい

うことで話し合いを持ったと。板室地区について

は、全体的な市の計画、こういうものについて市

長に話をいただきたいということで、それをテー

マに実施したという内容になっております。 

  以上でございます。 

○山本委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 その困った問題についてはどう考えま

すか。 

○山本委員長 課長。 

○松江秘書課長 一般論でございますけれども、基

本的にどういう問題は語る会のテーマとしてふさ

わしくないということはありませんので、まずは

お話をお聞きしたいと。その上で、特に市長が語

るにふさわしくない、お互いに話すのにふさわし

くないという問題があればまた別ですけれども、

一般的な生活に関連するような問題であれば、ま

ずそういうことはないように思います。 

○磯飛委員 了解です。 

○山本委員長 よろしいですか。 

  ほかに、質疑、ご意見等ございますでしょうか。

よろしいですか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、質疑、ご意見等ないよう
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ですので、終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 では、ないようですので、討論を終

結したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 では、異議がないものと認め、討論

を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。それでは、認

定第１号については、原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○山本委員長 それでは、次に、その他に入ります。 

  その他で何かございますか。ございませんか。 

  若松委員。 

○若松委員 先ほどのイメージアップ推進費の40事

業ということで、お金をかけているということな

んですけれども、もう少し、これ意味がちょっと

よくわからないんだけれども、イメージアップす

るということなんだから、もうちょっとイメージ

アップしているような、マスコミをつかったこと

はできないのかどうか。どうなんですか。コマー

シャルしてもらって。 

○山本委員長 課長。 

○松江秘書課長 すみません、私の説明が不十分で

申しわけありませんけれども、次のページ、54ペ

ージになりますけれども、こちらでテレビを使っ

たスポット放送なんかを入れているというのがイ

メージアップでございまして、どうしても決算で

すから、お金を使ったものがありますけれども、

無料で新聞に載せてもらうとか、テレビに映して

もらうというのは、契約してお金を払うわけでは

ないので、ちょっと決算書にはあらわれませんけ

れども、そういうものも当然、事業としてはある

と思いますけれども、決算としては契約の上で実

施しているスポット放送とか、そういうものが対

象になっているというところでございます。 

○山本委員長 若松委員。 

○若松委員 結構、全体的にはいいことをやってい

るというようなところもあるんですけれども、そ

ういうものをかなり、報道のほうとのイメージア

ップを放送してもらってやれたらなという、これ

は要望なんですけれども。要望で結構です。 

○山本委員長 それでは、その他ということで、秘

書課のほうで何かございますか。 

○松江秘書課長 秘書課はございませんか。 

○山本委員長 企画部全体として何かございますか。

ないですか。 

  それでは、秘書課の審査を終了いたします。 

  あわせて、企画部の審査を終了いたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

  以上で、本日の審査は全部終了いたしました。

本日はこれをもって散会といたします。お疲れさ

までした。 

 

散会 午後 ５時０８分 
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総務企画常任委員会及び決算審査特別委員会（第一分科会） 

 

平成２３年９月１３日（火曜日）午前１０時開会 
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説明のための出席者 

西 那 須 野 
支 所 長 
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生活環境係長 
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市民戸籍係長 平  山  正  人  君 
産業観光建設 
課 長 

関  谷  正  徳  君 

産業観光建設 
課長補佐兼 
農 林 課 長 

星     伸  也  君 商工観光係長 板  橋  信  行  君 

建 設 係 長 鈴  木  隆  行  君 塩原支所長 臼  井     淨  君 

総務福祉課長 君  島  幹  朗  君 
総務福祉課長 
補佐兼総務・ 
税 務 係 長 

江  連  周  治  君 

産業観光建設 
課 長 

君  島  秀  行  君 
産業観光建設 
課長補佐兼 
建 設 係 長 

君  島  紀  夫  君 
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箒根出張所長 柳  崎  修  造  君 
会計管理者兼 
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後  藤  の ぶ 子  君 

選管事務局長 荒  川     正  君 選 挙 係 長 田  代  正  行  君 

監査事務局長 選管事務局長兼務 監 査 係 長 選挙係長兼務 
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固 定 資 産 
委員会書記 

選管事務局長兼務 
公平委員会 
書 記 長 

選管事務局長兼務 

議会事務局長 斉  藤     誠  君 議 事 課 長 渡  邊  秀  樹  君 

庶 務 係 長 川  﨑  幸  子  君   

 

出席議会事務局職員 

 人  見  栄  作  君   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長あいさつ 

  ３．審査事項 

   〔西那須野支所〕 

    ・西那須野支所長あいさつ 

   〔総務税務課〕 

    ・議案第３５号 平成２３年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

    決算審査 

    ・認定第１号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔市民福祉課〕 

    ・認定第１号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第２号 平成２２年度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔産業観光建設課〕 

    ・認定第１号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔塩原支所〕 

    ・塩原支所長あいさつ 

   〔総務福祉課〕 

    ・議案第３５号 平成２３年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

    決算審査 

    ・認定第１号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔産業観光建設課〕 

    ・認定第１号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔選管・監査・固定審査評価・公平委員会事務局〕 

    ・選管・監査事務局長あいさつ 

    決算審査 

    ・認定第１号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔会計課〕 
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    ・会計管理者あいさつ 

    決算審査 

    ・認定第１号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔議会事務局〕 

    ・議会事務局長あいさつ 

    決算審査 

    ・認定第１号 平成２２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開議 午前 ９時５８分 

 

◎開議の宣告 

○山本委員長 皆さん、おはようございます。 

  きょうは、最初に、西那須野支所ということで、

大変遠いところから来ていただきましてありがと

うございます。 

  また、委員の皆様、きのうは大変遅くまで審査

がかかりましたが、中身が大変濃かったというこ

とで、きょうも西那須野支所、塩原支所、そして、

局の審査になりますが、どうぞ必要なところは意

見を出していただきまして、しっかりと審査をし

ていただきたいと思います。 

  それでは、散会前に引き続き、会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎西那須野支所の審査 

○山本委員長 初めに、西那須野支所長からごあい

さつをいただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○斎藤西那須野支所長 （挨拶。） 

○山本委員長 大変ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務税務課の審査 

○山本委員長 それでは、審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○山本委員長 平成23年度那須塩原市一般会計補正

予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  宮本課長。 

○宮本総務税務課長 （議案第35号について説明。） 

○山本委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりましたので、委員の皆様から質疑、

ご意見等をお受けいたします。 

  ございますか。 

  若松委員。 

○若松委員 14ページ、今、時計の説明をいただい

たんですけれども、これは、業者選定はきまった

んでしょうか。 

○山本委員長 課長。 

○宮本総務税務課長 当然、この補正を決定いただ

きましたら、発注する予定ではございますけれど

も、とりあえずは、特殊なものということで、今

のところは１社という形で限定させていただいて

おります。 

○山本委員長 若松委員。 

○若松委員 あと１点、６ページの２款総務費の中

の一般管理費の中の、先ほど説明がありました災

害用備蓄品、土のう袋等ということで、これをお

伺いしたいんですけれども、今まで備蓄していた

のに、それに足りないものを追加するのか、また

新たにやるのか。 

○山本委員長 課長。 

○宮本総務税務課長 備蓄していたものは、すべて

備蓄しております。今回、１日150人程度、３日

分というようなことで計上させていただいており

ますが、そういう形で不足する部分について用意

をさせていただくと。そのための予算という形に

なります。 

○若松委員 わかりました。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 ほかに、質疑、ご意見等はございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 
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○山本委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認めます。 

  それでは、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 ないようですので、討論を終結いた

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）については、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。 

  議案第35号については、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○山本委員長 それでは、ここで決算審査特別委員

会第１分科会へ切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  説明に当たりましては、総務税務課、市民福祉

課、産業観光建設課の順に一括してお願いいたし

たいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○宮本総務税務課長 （認定第１号について説明。） 

○関谷市民福祉課長 （認定第１号について説明。） 

○関谷産業観光建設課長 （認定第１号について説

明。） 

○山本委員長 ありがとうございました。 

  これで説明が終わりましたので、委員の皆様か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  副委員長。 

○平山委員 27ページの15款県支出金で、消防費県

補助金で金額は少ないんですけれども、消防費県

補助金で消防団の魅力アップ事業補助金が出てい

ます。中のほうにも、消防費の関係もあったんで

すけれども、現在、西那須野で300人の団員がい

て、詰所もあるんですけれども、その中で団員が

減る傾向というか、かなり少ないんじゃないかと

思いまして、魅力アップの事業はどんなことをや

って、団員を増加というか、魅力を上げていくの

かなと思って。 

○山本委員長 宮本課長。 

○宮本総務税務課長 消防団魅力アップ事業という部

分につきましては、毎年、産業文化祭がございます。

産業文化祭の中で常備消防及び消防団の皆さんに出

ていただきまして、例えば、子供たちに対してのは

っぴを着せて放水をさせるとか、あとは、煙の中を

もぐっていただいたり、いろいろな事業を催して消

防団の活動はこういうものだよということで啓発し

て、その中において、消防団のなり手がなかなかい

ないというところで、皆さんに消防団をやっていた

だこうというような啓発活動をやっているというよ

うなことでございまして、主な事業といいますのは、

それらに係る消耗品等が主なものという形になりま

す。 

○山本委員長 副委員長。 

○平山委員 300人の団員なんですけれども、増員

を目指しているんですけれども、年々、減少傾向
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にあるんですか。 

○山本委員長 課長。 

○宮本総務税務課長 21年度が304名という形で、

22年度は300名という形で、若干、どうしても減

少傾向ということで、これにつきましては、成人

式とかで消防団員の募集という形でパンフレット

なんかも渡しているところですけれども、なかな

か今はなり手が少ないという状況が現実です。 

○山本委員長 ほかにございませんか。 

  若松委員。 

○若松委員 200ページの８款土木費の２項２目道

路管理費ということで、危険箇所明示用ポストコ

ーンをどこにつけたのか。接着剤ということで金

額が出ているんですけれども、その辺をご説明願

いたい。 

○山本委員長 課長。 

○関谷産業観光建設課長 基本的に、ポストコーン

はプラスチックでできていますので、例えば歩道

とか落ちそうなところというとコンクリートなの

で、それを接着剤でくっつけているということな

んですけれども、つけたとこまでは、ちょっと把

握していません。場所まではちょっと……。勘弁

していただければと思います。すみません。 

○山本委員長 よろしいですか、若松委員。 

○若松委員 接着のことで聞きたかったんですけれ

ども、かなり強力ではないと……。 

○山本委員長 課長。 

○関谷産業観光建設課長 コンクリートをつけるよ

うな、今はそういう接着剤がありますので、配合

して、その場で、その上からつけますと、ある程

度たつと、相当くっつくということであります。 

○山本委員長 ほかにございますでしょうか。 

  副委員長。 

○平山委員 51ページの一般管理費の中の自主防災

組織なんですけれども、西那須野地区においては

28自治体全部自主防が設置されているんですよね。

確認なんですけれども。 

○山本委員長 課長。 

○宮本総務税務課長 西那須野地区については、言

われたように28自治体ございますけれども、22年

度の時点では19地区で自主防災組織が組織されて

いるということでございます。 

○山本委員長 副委員長。 

○平山委員 19カ所の地域で備蓄倉庫も完全に設置

されているんですか。 

○山本委員長 課長。 

○宮本総務税務課長 これにつきましては、新たな

補助項目ということで、すべてがすべて資機材の

補助金を利用している地区ということはありませ

ん。この段階ですと、６団体ということになりま

す。今言ったように、19地区すべてが資機材の補

助金を使っているということはありません。 

○山本委員長 副委員長。 

○平山委員 もう一つ、71ページなんですけれども、

庁舎管理費30事業で21年度の繰越分なんですけれ

ども、太夫塚倉庫というのは、場所は線路のわき

のところですか。 

○山本委員長 課長。 

○宮本総務税務課長 庁舎の南側といいますか、あ

たご駐車場がございます。あたご駐車場よりもさ

らに南に行ったところの右側にございます倉庫に

なります。 

○平山委員 線路のわきではなくて……。 

○宮本総務税務課長 道路沿いになります。 

○平山委員 いつごろ建てて、例えば耐震とか、そ

んなのは大丈夫なのか。 

○山本委員長 課長。 

○宮本総務税務課長 正直申し上げますと、いつ建

築されたかというのは、ちょっとわかりません。

昔の丸通の倉庫という形で、当時の西那須野町が
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引き受けたものというふうに伺っておりまして、

耐震はもちろん全然駄目、問題なく駄目です。 

○平山委員 新しい倉庫をつくったほうが早いんじ

ゃないかというようなことですけれども、つくり

直すという計画はないんですか。 

○山本委員長 課長。 

○宮本総務税務課長 地元太夫塚地区のほうからも、

かなり景観が悪いというようなご指摘は出たんで

すけれども、かなり屋根が真っ赤という状況がご

ざいましたので、そこら辺も考慮してくれという

ようなこともありましたし、実際にかなり傷んで

きている部分もありますので、塗装と外壁といい

ますか、それだけは直していくという形で直させ

ていただいたところです。 

○平山委員 何が入っているのですか。 

○宮本総務税務課長 ふれあい祭りのいろいろな看

板等とか、あとは産業文化祭で扱う畜産フェアで

使う焼肉用ののコンロとか開拓鍋とかもあります。

あとは、もろもろの書類なんかも入っております

が、災害用の備蓄に関しては無理だということで

入れておりません。 

○平山委員 いずれは、近い将来、ちょっと考えな

くてはならない。金額も大きいですしね。 

  ありがとうございました。 

○山本委員長 ほかに、ご質疑、ご意見等ございま

すか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、質疑、ご意見等がないよ

うですので終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議ないものと認めます。 

  討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 討論を終結したいと思いますが、異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定

するべきものとすることにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。 

  認定第１号については、原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第２号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○山本委員長 それでは次に、認定第２号 平成22

年度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

○関谷市民福祉課長 （認定第２号について説明。） 

○山本委員長 説明が終わりました。 

  委員の皆様からご質疑、ご意見等がありました

らお受けいたします。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、ないようですので終了い

たしたいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。 

  討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○山本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  それでは採決いたします。 

  認定第２号 平成22年度那須塩原市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定については、原案の

とおり認定するべきものとすることにご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。 

  認定第２号につきましては、原案のとおり認定

すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○山本委員長 次に、その他に入ります。 

  何かその他ということで西那須野支所関連につ

きましてご発言があればお願いします。 

  委員の皆様、いかがですか。 

  若松委員。 

○若松委員 西那須野支所の中で、もとの町長室か

な、二階ですか。あれは借りることはできるんで

すか。 

○山本委員長 支所長。 

○斎藤西那須野支所長 会議室として使用しており

ますので、借りることはできます。 

○山本委員長 よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 執行部のほうで何かございますか。

特にございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山本委員長 それでは、これで西那須野支所の審

査を終了いたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○山本委員長 ここで暫時休憩といたします。 

  10分間休憩したいと思いますので、11時５分か

ら再開いたします。 

 

休憩 午前１０時５５分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○山本委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎塩原支所の審査 

○山本委員長 塩原支所の皆様、ありがとうござい

ます。ご苦労さまです。 

  これから塩原支所関連の審査に入りますが、そ

の前に、塩原支所長からごあいさつをいただきた

いと思います。 

○臼井塩原支所長 （挨拶。） 

○山本委員長 大変ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務福祉課の審査 

○山本委員長 それでは、早速、審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎議案第３５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○山本委員長 議案第35号 平成23年度那須塩原市

一般会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

○君島総務福祉課長 （議案第35号について説明。） 

○山本委員長 ありがとうございます。 

  説明が終わりました。皆様からの質疑、ご意見

等をお受けいたします。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 ６ページの防災対策推進費、703事業

について伺います。 

  需用費の災害用備蓄費が計上されておりますが、

これは本庁並びに西那須支所と同様な内容だと思

うんですが、その考え方として、比率として、本

庁、西那須野支所と同じような比率として数量を

確保する予算なのでしょうか。 

○山本委員長 課長。 

○君島総務福祉課長 こちらにつきましては、本庁

総務課で一括購入ということで、一括配分する予

定ですので、それぞれの割合に応じて、本庁、支

所に配分される予定です。 

○山本委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 それについてなんですけれども、特に

塩原温泉街地区というんですか、上の地区は雨量

200㎜超えると通行どめ、ストップになるという

中で、ほかの西那須野、黒磯本庁地区と同じよう

な比率の備蓄量でいいのかどうかというような疑

問を持ったから、今お伺いしたんですけれども、

そのようなほかの地域と同じような考えに基づい

た分配になるんですか。 

○山本委員長 課長。 

○君島総務福祉課長 同じような比率で分配いただ

いて、今のところは、分配された数量で間に合う

とは思います。とりあえずは３日間、食料品とか、

そういう初動的な備品が備蓄できますので、それ

でとりあえずは対応して、その後はまた考えたい

と思います。 

○山本委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 やはり、通行どめ、ストップでされて

しまうという地域なものですから、やはり、そう

いった面も、ほかの地域と比較して、そういった

点も今後、考慮した上での備蓄ということも考え

ていく必要があると思いますので、これから検討

ということで、そういったことも含めて検討して

いただきたいと要望しておきます。 

○山本委員長 ほかに質疑、ご意見等はございます

でしょうか。 

  副委員長。 

○平山委員 今の６ページで簡単なことなんですけ

れども、703事業で災害の暖房器具を公民館にと

いうことなんですけれども、塩原は公民館は何カ

所あるんでしょうか。 

○山本委員長 課長。 

○君島総務福祉課長 塩原支所で考えれば、塩原支

所に塩原公民館、箒根出張所のハロープラザに併

設されていますので、旧塩原市が２カ所というこ

とになります。 

  ですから、同じ形で言えば、塩原支所とハロー

プラザ、箒根出張所はそれぞれ１カ所ずつ公民館

があるということです。 

○山本委員長 ほかに。 

  関谷委員。 

○関谷委員 ７ページの１項16目支所管理費の非常

用自家発電設備の修繕というご説明でしたけれど

も、かなり大型の支所建設時に設置した自家発電

かと推測するんですが、当然、非常用ですから、

非常時しか使わないということで、もしかしたら

初めて使ったぐらいなのかもしれないんですけれ

ども、いずれにしても支所ができて４年ですか、
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５年ですか、そんな形で、これらの保守点検は、

当然、決算のほうにも毎年計上されているわけな

んですが、シリンダーヘッドということで、これ

も想像ですけれども、震災の直接の影響ではない

んじゃないかと思うんですが、保守点検をしてい

ながら、こういった事態ということについて、い

ま一度、説明いただきたいと思います。 

○山本委員長 課長。 

○君島総務福祉課長 燃料系ということで、シリン

ダーヘッドがぐあい悪いということなんですけれ

ども、当然、年に数回、業者に点検してもらって

いますし、その中で今回不都合が出たのは、燃料

が、多分、古い燃料を使って、それで燃料系がト

ラブル起きたんじゃないかという業者の説明なん

ですが、ちょっとはっきりした原因がわからない

んです。本来として、まだ支所ができて、機械自

体は３年目、４年目なんですけれども、そこでふ

ぐあいが起きるのはまずい状況なんですけれども、

業者の説明ですと、点検している中で、今回、計

画停電で何回か使っているうちに黒煙が上がって

きて、そこで燃料系がぐあいが悪いと。そうする

と、古い燃料が混入した原因があるんじゃないか

ということでの説明をされています。 

○山本委員長 関谷委員。 

○関谷委員 22年度の決算でも年額で24万1,500円、

保守点検しているわけで、保守点検の中には、当

然のことながら、点検業者側からすれば、そうい

った部分も指摘事項に出て当然かなというふうに

思うわけなんですけれども、その辺をどのように

考えているか。 

○山本委員長 課長。 

○君島総務福祉課長 関谷委員おっしゃるように、

確かに業者のほうで点検していて、今回、ふぐあ

いが出たということは、非常にまずい状況だとは

思うんですけれども、業者のほうでは、トラブル

までは特に異常はありませんでしたということで

点検結果が来ていたものですから、その中で、今

回、何回か計画停電時に使っているうちに黒煙が

出て、これは直さなければならないということで、

業者に対しても、点検の中で市のほうの負担がな

いような形での修理はできませんかということで

すけれども、やはり、全般的に修理しなければな

らないということで、市の費用負担は必要ですと

いう状況です。 

○山本委員長 関谷委員。 

○関谷委員 当然、大型の自家発電ですから、100

万円の上ということで、全体の市の予算からすれ

ば、たかが100万円かもしれませんけれども、一

般的に考えたら大変な修繕費だというふうに思い

ますので、いろいろな保守業務に莫大な経費を費

やしている中で、こういう点は、より点検業者に

対しては契約委託する中でも十分な精査が必要か

なというふうに思いますので、これは意見という

ことにさせていただきます。 

○山本委員長 ほかに。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 今の関谷委員の質問に関連しているん

ですが、燃料系というのは、燃料は何を使用して

いるんですか。 

○山本委員長 課長。 

○君島総務福祉課長 軽油です。軽油に間違っても

しかすると灯油が混入したのか、もしくは古い燃

料が入ったんじゃないかという業者の指摘ですけ

れども、市の職員としては、ちゃんとした軽油を

入れたつもりだったんですけれども。 

○山本委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 軽油ですね。そうしますと、これから

のことなんですが、支所が開設して、先ほど、関

谷委員から４年ですか。４年で、当初にストック

していた燃料が４年で古くなったという解釈にな
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るんでしょうか。 

○山本委員長 課長。 

○君島総務福祉課長 最初に入った軽油ですか、燃

料につきましては、毎年点検していますから、そ

のたびに燃料は使っていますので、新しい燃料を

更新しています。 

○山本委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 今の説明で燃料が古くなったというの

は結びつくんですか。 

○山本委員長 課長。 

○君島総務福祉課長 どこかでストックした古い燃

料を追加して入れたんじゃないかという指摘もあ

ったものですから、そのような状況です。 

○山本委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 燃料等々について、これからどう管理

していくかだね。非常時に使うものだから、スト

ックはしておかなければならないし、停電になっ

たからといって、慌てて買い求めていったのでは

間に合わないということが出てくるでしょうから、

燃料の管理体制というのをどう構築していくかだ

と思うんですけれども、その辺の考えはあるんで

すか。 

○山本委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 燃料のストック場所をはっきりして、

あとは、燃料を補給した日時を記録するように、

今後、十分に気をつけたいと思います。 

○山本委員長 このことについて、ほかにいかがで

すか。 

  関谷委員。 

○関谷委員 燃料の更新を点検時にはされていると。

年に１回は少なくとも燃料を抜きとって、新しい

ものに更新しているというご説明でしたが、燃料

自体は、どなたが搬入しているんでしょうか。当

然、燃料業者が入れかえをしているのか、その辺

をいま一度、確認させてください。 

○山本委員長 課長。 

○君島総務福祉課長 近くのガソリンスタンドから

購入して、スタンドのほうから配達して、職員が

立ち会って、その場所に納入してもらっています。 

○山本委員長 関谷委員。 

○関谷委員 まず、抜きとりはどなたがやっている

のかということと、注入しているのは業者の方が

小型のローリーなりで入れていると。こういう解

釈でよろしいですか。 

○山本委員長 課長。 

○君島総務福祉課長 業者がローリーで缶を持って

きて、ドラム缶に入れて納入してもらっています。

その後、ドラム缶から総務の私どもの職員が抜き

とって、そして、こちらの機械のほうに投入して

います。 

○山本委員長 関谷委員。 

○関谷委員 軽油ですよね。軽油をドラム缶にはで

きないんじゃないですか。ガソリンでなければい

いのか。軽油はポリタンクでもいいんですか。そ

うですか。 

  抜きとりは、どなたがやられているんですか。 

○山本委員長 課長。 

○君島総務福祉課長 抜きとりといいますか、更新

のほうは、総務の私どもの職員が、実際、抜きと

りといいますか、業者の点検のときに総務課の職

員が立ち会ってやりますし、あとは、燃料が足り

なくなった場合は総務課の職員がドラム缶からと

って搬入して、機械のほうに入れます。 

○山本委員長 関谷委員。 

○関谷委員 この問題がしつこくなってしまって恐

縮なんですけれども、どうも納得いかないんです

が、当然、やはり、保守点検をするときに、当然

のことながら試運転をして、燃料の状態を含めて

点検される。その折に、年に１回ぐらいはタンク

の中の燃料を一度抜きとって更新する。今、足り
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なくなったときに補充するという話、自然気化と

いう意味なのか、めったに使っていないはずなの

で、それは余り考えられないとは思うんですけれ

ども、いずれにしても、更新するのに抜きとった

燃料をどのように扱って、何を基準として燃料を

更新していくのかというようなことをどのように

されているのかということと、そういったマニュ

アル的なものが構築されているのか。磯飛委員か

らも指摘があったようにですね。ないのであれば、

今後の課題だと思うんですけれども、その辺、も

うちょっと整理してわかりやすく説明いただけま

すでしょうか。 

○山本委員長 課長。 

○君島総務福祉課長 抜きとりは実際にはないです。

計画停電時と、もしくは一般の停電時に自家発電

をしますので、燃料タンクの容量は40ℓなので、

何時間かの停電である程度空になってしまいます

ので、そこで、年に１回、２回の補充は必要にな

ってきます。 

○山本委員長 関谷委員。 

○関谷委員 そうすると、今回の修繕、故障の原因

として考えられるものは、古い燃料、もしくは違

う燃料系が１つの原因かというお話ですけれども、

その辺の整合性もきちんと分析しておかなければ、

また同じようなことが起きるということも含めて、

いま一度、ご説明をお願いします。 

○山本委員長 この件につきましては、きちんと最

初からもう一度説明を。 

  課長。 

○君島総務福祉課長 まず、原因につきましては、

業者のほうの説明で、古い燃料が混入した可能性、

もしくは軽油ではなく、ほかの例えば灯油が入っ

たという可能性があるという指摘があったんです

が、それについては、原因はそういう業者の意見

でありまして、はっきりした断定はしておりませ

ん。 

  ただ、可能性があるということなので、そこら

辺は、今後、十分に対策はしたいと思います。 

  対策につきましては、やはり、燃料を入れると

きには、１人ではなくて２人で立ち会うとか、あ

とは、燃料を入れた日を記録するとか、そういう

形で間違いなくやりたいと思います。 

○関谷委員 結構です。 

○山本委員長 よろしいですか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 職員の皆さんがどうのこうのではなく

て、点検業務に携わっている業者を含めて何とも

納得できないんですけれども、そういう中で確認

させていただきます。 

  まず、間違って灯油を入れたんだろうと。それ

によって機械がだめになる、故障するということ

はないです。というのは、今ずっといろいろ考え

ていたんですけれども、建設現場等々、道路を走

らない重機、本来は軽油を使用する重機、ダンプ、

ブルドーザーが経費を抑える意味で、ほとんどが

灯油を使って動いているんです。それでも壊れな

い。 

  これは、私の個人的なあれなんですが、以前は、

ガソリンスタンドの商売をやっていたので、そう

いうことを思い出して、何でこんなこと、軽油が

三、四年古くなったからといったって壊れる問題

ではないです。 

  よく今、草刈り機で草を刈って、こういう草刈

り機は混合油という油を使っています。あれは、

古くなると機械のエンジンがだめになる可能性が

あるんですけれども、軽油、灯油、ガソリンにつ

いてはないはずなので、それで合点がいかなかっ

たんですけれども、それは余談として、この塩原

支所の経験をほかの支所も発電機を持っているわ

けですから、本庁を含めて、これらをこういうエ
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ラーがあってだめになったということは、ほかの

支所、本庁等の管理者というのは伝えてあるんで

しょうか。 

○山本委員長 課長。 

○君島総務福祉課長 今回、予算計上ですから、財

政のほうには当然、内容を説明してありますけれ

ども、本庁の管財、それから西那須野支所の管財

については、改めて情報交換はしておりません。 

○山本委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 ですから、このようなものを備えてい

る部署も、古い燃料が原因だとされるのであれば、

そういったことも対処していかなければならない

と思いますので、それらも伝えておく必要がある

と思いますので、お願いしたいと思います。 

○山本委員長 ほかに意見で何かございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、他に質疑、ご意見等がな

いようですので、終了したいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認めます。 

  それでは次に、討論に移ります。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 討論がないものと認めます。 

  終結したいと思いますが、異議はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  それでは採決いたします。 

  議案第35号 平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）については原案のとおり可決す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。 

  議案第35号につきましては、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○山本委員長 それでは、ここで決算審査特別委員

会第１分科会へ切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  説明に当たりましては、総務福祉課、産業観光

建設課の順に一括してお願いいたしたいと思いま

す。 

  それでは、執行部の説明をお願いいたします。 

○君島総務福祉課長 （認定第１号について説明。） 

○君島産業観光建設課長 （認定第１号について説

明。） 

○山本委員長 申しわけございませんが、１時まで

休憩ということで、１時に再開したいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

休憩 午後 零時１０分 

 

再開 午後 零時５７分 

 

○山本委員長 それでは、少し時間が早いですが、

休憩前に引き続き会議を開きます。 

先ほど産業観光建設課長の説明、途中でなって

おりますので、引き続き説明をお願いいたします。 

○君島産業観光建設課長 （認定第１号について説

明。） 

○山本委員長 ありがとうございました。説明が

終わりました。 

  それでは、委員の皆様から質疑、ご意見等をお
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受けいたします。 

  植木委員。 

○植木委員 まず、182ページです。観光事務推進

費、201事業、ここにからくり時計定期及び緊急

メンテナンスということで11万8,965円の計上が

あります。説明が電源のリレーユニットの故障を

含めた定期点検、そんな感じの話だったと思うん

ですが、それと、それに関連しまして、189ペー

ジにからくり時計管理事業、ここに委託料があり

まして、メンテナンス業務156万4,500円、そのよ

うな計上になっておりますが、二重計上になって

はいないのかどうか。あるいは両方別々に計上し

た理由、これについてご説明をいただきたいと思

います。 

  それともう１件、同じ189ページ、簡単でござ

いますが、ベンチ・公衆トイレ等管理事業、

1,303事業、この中の一番下の土地購入費、山ゆ

りの吊橋施設次期ということで、右岸側というこ

とになっていますが、地権者が変わったので、変

わった地権者からまたいろいろ手続き上、あるい

は賃借上、問題があってはいけないので、市で補

充した、そういうふうな形の説明、大枠の説明だ

ったと思いますが、何平米ぐらいで、単価どの程

度でこうなったのか。あるいは、どういう部分だ

けなので、こういうレベルの金額で済んだとか、

それも合わせてお願いします。 

○山本委員長 それでは、課長、お願いいたします。 

○君島産業観光建設課長 まず、からくり時計の管

理事業、189ページのほうの定期のメンテナンス

業務、メンテナンス費用といたしまして、メンテ

ナンス業務、それと噴水装置メンテナンス業務と

いうことで、これは、定期の点検メンテナンスを

委託しているものでございます。 

  このうち、メーンのメンテナンス業務につきま

しては、からくり時計で、季節に応じた映像であ

るとか、人形の演出であるとか、いろいろござい

ますが、その映像とか人形等の関連のメンテナン

スにかかってございます。基本的には、動力の関

係等を含めましてのメンテナンス、定期的なメン

テナンスでございます。 

  それから、噴水装置のメンテナンスでございま

すが、水を使っての噴水の演出等でございますが、

その関連の定期的なメンテナンスとしてここで計

上、また執行されたところでございます。 

  質問のセーフティネットのほうでの緊急メンテ

ナンスとして11万8,965円執行してございますが、

これにつきましては……失礼しました、機械が経

年化している部分ございまして、動作が不良であ

ったり、とまってしまうというようなことが時々

は出てまいるわけでございますが、その際にリレ

ー電源の、リレー関連の故障部分が見つかったと

いうことで、セーフティネットで、緊急の対応を

して修繕をさせていただいたというようなことで

ございます。 

  それから、土地……失礼いたしました。 

  平米数につきましては、216.45平米でございま

す。単価につきましては、平米当たり1,155円と

なってございます。 

○植木委員 なぜそこが必要なのか。 

○山本委員長 必要な理由。 

○君島産業観光建設課長 先ほども申し上げました

が、当初、建設をいたしましたときに右岸側、左

岸側とも地元の方の土地、民地であったわけなん

ですが、そこを借地をいたしまして、橋台部分を

建設した、橋台部分を借地して建設したという経

過がございます。 

  このご指摘の右岸側につきましては、今は廃業

してしまいましたが、地元の旅館の方がお持ちに

なっていた土地だったわけなんです。これは、お

やめになって、土地等の公売、競売にかかるとい
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う、そういうような状況になりまして、ただ結果

的にその近くにお住みの地元の方が、もともとそ

の旅館の方から駐車場用地とか、いろいろ自治会

のいろいろ建物用地とかでお借りをしていたとい

うような経過もございまして、第三者の方に、そ

の方が寄附されて、地元の方がお買いになったと

いうような、ただもともと山林、かなり広大な土

地だったものですから、そこの橋台で借地をして

いる部分のみ、その近辺のみ、周辺のみ分筆をい

たしまして、市で取得をしたと、そういうような

経過をたどっております。 

○山本委員長 植木委員。 

○植木委員 この山ゆりの吊橋のほうはわかりました。 

  先のからくり時計のほうなんですが、これは先

ほどのいろいろ何度も関谷委員のほうから、ある

いは磯飛委員のほうから質問がありました。同じ

ような内容のものとは違うかもしれませんが、似

たように、いつも定期点検をやったけど、メンテ

ナンスである程度業者にきちんといつでも同じよ

うな状態で動くというような対応がなされている

はずだと思うんですが、たまたま電源リレーユニ

ットというところが緊急に修理せざるを得ないよ

うな状況になった。この点検をしていく、そうい

った中身について、先ほども質疑がありましたが、

基本的によく業者の対応を毎回毎回、ある程度確

認をしておく必要性があるじゃないかと、そうい

った意味で、２つの形からこの定期点検というふ

うな形で出ているものですから、私のほうから質

問させていただいたんですが、その辺の業者の仕

事のやり方、あるいは確認の仕方、あるいは理解

の仕方、そういったものをある程度組織的にマニ

ュアル化的なものを考えておいたほうがいいんじ

ゃないのかなと、そんな感じがいたしましたので、

質問いたしました。 

  以上です。 

○山本委員長 それでは、ほかに委員の皆様から質

疑、ご意見等ございますでしょうか。 

  多岐にわたっておりますので、もしあれば。 

  関谷委員。 

○関谷委員 それじゃ73ページの、今度は決算のと

ころから先ほどの非常用自家発電の保守点検業務、

もう一度伺うんですが、しつこいようですけれども、

これは、どのような点検、回数等、内容について、

どのような保守点検になっているんでしょうか。 

○山本委員長 どなたが答えていただいて結構、係

長でもわかるようでしたら、どうぞお答えください。 

○江連総務福祉課長補佐兼総務係長 はっきり、間

違っていたら申しわけないんですが、私の記憶で

は年１回ということでやっているわけなんですが、

この発電機に関しましては、停電時は常に動くよ

うになっておりまして、１分間例えば停電になっ

たとしてもその時点でかかるということになりま

して、復旧してまた約30秒後なんですけれども、

それがとまるというような状況のものですから、

実際動いているかどうかというのは通常でも私ど

ものほうでもそれは確認できることなものですから。 

○山本委員長 関谷委員。 

○関谷委員 そうしますと、手動で動かすというこ

とも多分、可能なんだと思うんですが、それは職

員の方でもどなたか非常電源に関しては、発電機

に関しては、担当されている職員の方もいらっし

ゃるという理解でよろしいのかというのが一点と、

若干、ちょっと決算から外れるようなお話になる

かもしれませんが、この自家発電設備はどの程度

の規模、金額ベースで結構ですので、仕様、ワッ

ト数とかは大変でしょうから、大体でいいですか

ら、記憶の中でで結構ですので、当然、その辺で

の何十万というものではないし、最低でもその辺

の工事現場や何かで大きく使うようなああいった

もので恐らく300万円前後だったような気がする
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んですけれども、どの程度の設備なのかというこ

とを職員の担当の件と、設備のそもそもの金額と。 

○山本委員長 課長補佐。 

○江連総務福祉課長補佐兼総務係長 まず、操作関

係なんですが、これは私どもでも、総務係の担当で

動かすことは可能です。実際のこの間の３月11日の

ときも私どものほうで、そういう操作は行いました

が、ただ通常は一切、触らないようにしております。 

  一応、業者のメンテナンス関係のときに全部手

動にしていただきまして、全部エンジンをかけて

実際、点検をしていただいたというのが現状でご

ざいます。 

  それと予算のほう、先ほど言われたんですが、

予算でその中の一部で私も記憶にないものですか

ら、ただ塩原支所の全部が対応できるということ

でなくて、大体、３分の１程度の電気がつくよう

になっておりまして、あれだけのものですから、

多分、1,000万円、2,000万円という金額になるん

じゃないかなというふうに思います。 

○山本委員長 関谷委員。 

○関谷委員 この保守点検の必要性、年に１回の運

転をしてと、当然のことながら機械業者でしょうか

ら、細部にわたっての点検をするんでしょうが、基

本的には、いざ有事の際に動くためのということが

第一目的だと思うので、その辺でこれに関してこの

発電装置に関しての保守の必要性というものへの考

えと、それからどちらの業者なのか、もし社名に問

題があるのであれば……問題はないか。どういった

業者に委託をされているのか、あわせて伺います。 

○山本委員長 課長補佐。 

○江連総務福祉課長補佐兼総務係長 業者名までは

あれなんですが、業者は当時、設置していただい

たところの業者がメンテナンスをしております。 

○関谷委員 保守点検の必要性。 

○江連総務福祉課長補佐兼総務係長 あと保守点検

につきましては、これは例えば劣化したものとか、

その辺の修繕として、７万円か８万円というような

ものが出ていたはずなんですが、それにつきまして

は劣化したものとか、そういうものを、だめになっ

ちゃっているのでということで、それを予算に上げ

まして、それで修繕を行っているというような状況も

ございますので、私どもの目だけでは、その機械のど

の部分が古いのでだめとか、そういうことはちょっと

判断できないのではないかと、私は思っております。 

○山本委員長 関谷委員。 

○関谷委員 委託業者の社名はいずれにしても設置

したときのということですので、そのメーカー系な

のか、いわゆる電気工事業者ということなのか、そ

の辺を１点確認させていただくのと、電気設備なの

で、もしかしたら保安協会みたいな保守点検義務と

いうものがあるのかどうかも合わせてお願いします。 

○山本委員長 課長補佐。 

○江連総務福祉課長補佐兼総務係長 来ているのは、

メーカーなのかということなんですが、私の理解

では現場対応している。要するに機械自体をメン

テナンスというか、実際にいじっている方が来ま

して、やっているかと思います。 

  ３月11日の後に故障したときも、うちの場合は

２台、発電機がありまして、防災関係のものと自

家発電というものがあったんですが、実は防災の

ほうもだめで、だめでというか、配管というか、

排気が長かったんです。それで、その中に排気の

煙みたいものが入っちゃいまして、防災関係はそ

れがだめだったということと、それに似たような

経過がありまして、実はうちのほうの自家発電は、

もっと長い配管になっていたものですから、原因

もそこら辺もあるんじゃないかというものだと思

います。中には、そういうことも、ございました。 

○山本委員長 関谷委員。 

○関谷委員 これでやめますけれども、聞けば聞く
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ほど、まじめな話、納得しかねるというか、排気

ダクトの延長距離の問題だったりとか、そういう

ことも考えられるということ自体が、設計上の問

題であったりとか、つまりは設置業者、設置メー

カーなり設置業者が、引き続きメンテナンスをし

ているということは、設置した責任もありながら

当然その後のメンテナンスにも携わっていながら、

本当に非常時のために設置しているにもかかわら

ず、いざ非常時にそういう不具合が出ているとい

うのは、これはもう言語道断だと思うんです。 

  正直言って、あきれる話になってしまうかと思

いますので、もちろんこれはそのチェック、導入

する折の市側にもというか、職員の皆さんにもと

言いたいところですけれども、これはやはり専門

的な知識が必要だと思うので、その辺のチェック

体制と、それからこの管理に関しても先ほど植木

委員のほうからもありましたけれども、もうちょ

っと明確な責任の所在というか、設置したから既

得権益的にただ年に１回来て、25万円なりのもの

をもらっていて、言いなりで部品交換をしていっ

たりとかという、こういうものが常態化していく

ことだけは改めて精査していただきたいと、これ

だけ申し上げて終わりにします。 

○山本委員長 塩原支所長。 

○臼井塩原支所長 ただいまのご指摘につきまして

は、ごもっともだと思うんですが、３・１１、地

震発生した瞬時には、先ほども話しましたように、

とりあえず無停電装置が自動的に働いて、事務室

の一部等、その辺に通電はしたんですが、時間が

たつにつれ、先ほど言いましたように、排気ガス

がかなり今までと違う排気ガスになってきたとい

うことで、これは補修ということで、そのメンテ

ナンスの部分を見ていただいて、業者のほうを呼

んで、これは通常のメンテナンス、毎年お願いし

ているメンテナンスの中で何とかなるんではない

かというようなことで、随分、私どもでも交渉は

してみた経緯がございまして、その中で、どうし

てもこの部分については通常メンテナンスはやっ

ていたんだけれども、この部分については、どう

してもこれだけ必要、かかってしまうんだという

ことで、何回か交渉している経緯の中でこの経費

をもりこまなくてはならないというような経緯に

なってきてしまったということでございまして、

関谷委員が言われるように通常のメンテナンスを

しっかりやっていれば確かにいざというときに動

かない無停電装置では、何の役にも立たないわけ

でございますので、そういったところに十分チェ

ックはまた再度やりまして、維持管理については

しっかりやっていきたいと思っております。 

  それと先ほど通信関係の説明につきましては、

これは県のほうで設置した無停電装置なんですが、

それにつきましても、後で私どもわかったんです

が、あれほど配管をぐるっとこういうふうに回し

たんでは確かに排気上はなかなか難しいというの

は、後で見ましたら、相当長い距離を排気ガスが

ぐるっと回っているんです。結果的に、最初から

エンジンがかかったんですが、長い時間かけてい

たときに、どうしても排気用の配管があって、途

中からは外して使っていたという経緯もございま

して、その辺の設置したときの県のほうの施設な

んですが、こういう設計上、いかがかなというよ

うな、確かに問題点はあることはある、確かだっ

たということで、そちらは早速直していただいた

ということです。 

○関谷委員 了解です。 

○山本委員長 よろしいですか。 

  ほかの委員の皆様。磯飛委員。 

○磯飛委員 177ページ、林道整備事業費について、

まずお伺いしたいのは、林道下塩原新湯線というの

は、どこの道路を指しているかお聞かせください。 
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○山本委員長 課長。 

○君島産業観光建設課長 県道の矢板塩原線、通称

八方道路という、塩原温泉から八方ヶ原を抜けて

矢板の泉地区に至る県道がございますが、その途

中から分岐をいたしまして、新湯地区、日塩もみ

じラインの新湯温泉のちょっと先のところに通じ

ている林道でございます。 

  これが建設された経緯というのは、昭和60年代

だったかと思うんですが、平成の初めでしょうか、

ハンターマウンテンがオープンいたしまして、そ

の利用者の車の渋滞、冬期間は生活にも支障が出

るような渋滞が出るというようなことで、その迂

回路、渋滞回避的な意味合いから県のほうで整備

をした経緯がございます。 

  現在、市のほうに、移管をして私どものほうで

管理を行っているわけですが、林道とは申します

が、やはり観光道路的な意味合いもございまして、

そこの通常の時間に、また冬期間は除雪等もやっ

てございます。 

○山本委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 ここに計上されているゲートの設置で

66万円、これはどういう目的でゲートを設置した

か、お伺いします。 

○山本委員長 課長。 

○君島産業観光建設課長 冬期間、先ほど申しまし

たように、渋滞の迂回路的な意味合いも持ってい

たわけでございますが、現実に冬期間の通行の台

数等も非常に少ない。山岳の道路でございますので、

除雪等もなかなか思うように、県道とも、いかない

というのもあったと思うんですが、去年から県道の

ほうを冬期間閉鎖するというような方針、方向に

なりまして、それに合わせて市としましてもこの

林道を冬期間、通行を維持する意味合いというの

もなくなりますので、実はその林道の途中から、

大沼公園というのがございまして、上の原開拓地

でございますが、その分岐点が途中でありまして、

その大沼であるとか、大沼の方面等々回るための、

冬期間もその利用は確保しなくちゃならないという

ことで、その分岐のところで、この林道の冬期間の

通行どめ区間を設定をいたしまして、その通行どめ

のためのゲート設置をしたところでございます。 

○山本委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 内容はわかりました。最初の説明でハ

ンターマウンテンの道路渋滞解消のためにこの林

道を開通した割には冬場、冬季、閉鎖する意味で

のゲート設置ということで、意味合いが違うかな

と思ってお話を伺ったんですけれども、交通量が

減ってきたということで、安全性を確保するとい

う目的を持ってゲートを設置したということです

ので、了解です。 

○山本委員長 ほかに質疑、あるいはご意見等ござ

いますか。 

  平山副委員長。 

○平山副委員長 先ほど植木委員のほうからも質問

あったんですけれども、189ページのからくり時

計の件なんですけれども、120事業のその前の、

観光施設の管理、塩原にあって、それの管理にか

なりのお金が費やされているんですけれども、そ

のからくり時計の管理にしましても、ちょいちょ

いその前にメンテナンス、計器のメンテナンスで

約12万円、それからこちらの120事業の、189ペー

ジの、常にメンテナンス業務とかで、あと、土地

も借りているし、大体二、三百万ぐらいのお金が

毎年ふやされて、さらに繰越明許費では、受注発

注ということもあって、ヘアキャッチャーの修理

も約100万円ということで、多額のお金が費やさ

れているんですけれども、これの効果というか、

作ってしまったから仕方がないのか、失礼なんで

すけれども、そういうのもあるんでしょうけれど

も、常にそれだけの多額のお金がかかっていると
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いうことと、その敷地が70万円なんですけれども、

これは将来の市のほうで買い求めるとか、そうい

うような計画なんかはあるんでしょうか。 

○山本委員長 課長。 

○君島産業観光建設課長 これを設置した効果とい

うことでございますが、からくり時計……確かに、

単独、単発的な観光施設ということでは、なかな

か集客力というのは強いとまでは言えないかもし

れないんですが、現在、道の駅アグリパルしおば

らを核といたしまして、道路を挟んでおりますが、

このからくり時計、郷土資料館、残念ながらＴＥ

ＰＣＯにつきましては廃館をしてしまったわけで

すが、この全体が道の駅のエリアというようなこ

とで認定をされていますので、やはり、アグリパ

ル等との、創造的な意味合いでは効果があるのか

なと考えているところではございます。 

  あと敷地の借り上げ等でございますが、この敷

地につきましては、郷土資料館が同敷地内にあり

まして、そちらのほうを、敷地を借り上げをして

いる。また、ＴＥＰＣＯ、廃館をいたしましたが、

これも同じ方、地元の方からＴＥＰＣＯでも土地

を借りているような状況であるわけなんですが、

今回、ＴＥＰＣＯが廃館をして、その土地もどの

ようなふうにしていくか、当然、地元の所有者の

方の意向等とも聞いていかなくちゃならない、そ

ういうようなことで、非常にいろいろな条件とい

いますか、そういうようなのが複雑に絡んできて

しまったというような状況でございますので、今

後、何らかの所有者の意向等、また、ＴＥＰＣＯ、

東電の考えだったりとか、そういうようなものを

含めて、何らかの方向性は出していかなくちゃな

らないのかな、そういうような考えです。 

○山本委員長 よろしいですか。 

  ほかに委員の皆様、質疑、ご意見等ございます

でしょうか。 

  若松委員。 

○若松委員 初めてなんですけれども、86ページ、

議会総務費ということで、外国人登録者所在数と

いうことで、登録者ということで出ているんです

けれども、具体的に、中国とか、そうすると一番

重要なもので、その他、182万円ですけれども、

これはここの同じようなことが…… 

○山本委員長 若松委員に申し上げます。 

  これは塩原の登録ではなくて、那須塩原市全体

の外国人登録ですので、ここでお聞きになるのは。 

○若松委員 すみません、申しわけございません。

違うの。結構です。 

○山本委員長 よろしいですか。ほかにございます

でしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、質疑、ご意見等がないよ

うですので、終了したいと思いますが、異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 討論を行います。討論はございませ

んか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議はないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。 

  認定第１号については、原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 
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  次に、その他に入ります。 

  その他ということで、塩原支所関連で、何か委

員会のほうでありますか。 

  支所長、どうぞ。 

○臼井塩原支所長 先ほどちょっと出たかもしれま

せんが、塩原に関しましては、今度の災害関係で、

ずっと通行どめになっておりました畑下のところ

は来週の16日開通するということで、16日の13時

に開通予定だということで、県土木のほうから通

知がまいりまして、地元のほうに回覧をしたもの

でございます。 

  それと、きょう、懸案でありました金沢と高阿

津を結ぶ橋は、きょう11時に開通しました。きょ

う開通式をしたというところであります。 

  それと今月29日、これもがま石トンネルと中塩

原のバイパスの同時開通式は、この日に行われる

ということで、まだ時間はわからないんですが、

29日に開通式を行う、もみじラインが半分になっ

たということでございまして、一部供用が開始さ

れるということでございます。 

  以上、私どもからでございます。 

○山本委員長 委員の皆様、何かございますか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 大変、今、明るい話が出た中で、また

逆戻りするような質問、確認になっちゃうんです

けれども、からくり時計についてなんですが、今、

動いているんですか。 

○臼井観光商工係長 現在は動いております。 

○磯飛委員 いつごろ……動いている。 

○臼井観光商工係長 動いております。 

○磯飛委員 動いていますか。 

○臼井観光商工係長 うちの課長からも説明ありま

したように、かなり古いものですから、非常に調

子が悪いんです。とまったり動いたり、途中でと

まったりしておりますので、今のところは動いて

います。いいますと、雨が多いときにはちょっと

とまりやすいというのがあります。ですから、す

みません、戻りますけれども、先ほどの緊急に12万

円ぐらいのお金があったと思うんですけれども、あ

れは通常のメンテナンスではできない修理というよ

うなことで支出した12万円ということなんです。 

○山本委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 余計な話ですけれども、からくり時計、

全国各地に何箇所もあるみたいですが、どちらも、

メンテナンスに苦労して、費用もかかっているよ

うです。その辺も含めて、今後の維持というか、

対応というのも考えても。 

○臼井観光商工係長 すみません、もう一つ、今の

件について、一応、うちの部内といいますか、大

もとは商工観光課になりますが、修繕計画という

のも全体的につくっているわけなんですが、そこ

には載っているわけではありませんが、そちらの

からくり時計に関しましては、一応、動くまでと

いうようなスタンスであります。 

  ですから、なるべく延命を図りまして、動くま

で動かして、どうしてもとまってしまった、もう

修理は不能だという場合は、そこで終わりという

ような考えをしています。 

  といいますのは、パソコン自体が、かなり古く

て、それの代替がないんです。新たなものにしま

すと、何千万というお金がかかってしまいますの

で、１億円ぐらい、というような、試算も出てお

りますので、一応、そういう状況です。 

○山本委員長 よろしいですか。 

○平山委員 何年ぐらいになるんですか。 

○臼井塩原支所長 アグリパルができてからですか

ら、平成６年ぐらいだと思います。 

  設置した当時はなかなか先進的な技術だったん

ですが、今はもう、かなり、昔の真空管的なもの

で、そのくらいの古さです。 
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○山本委員長 ほかにございますか。よろしいでし

ょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、大変長い時間かかりまし

たが、これで、塩原支所の審査を終了いたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

  ここで執行部の入れかえのため、暫時休憩とい

たします。 

 

休憩 午後 １時４３分 

 

再開 午後 １時４８分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎選管・監査・固定資産評価・公

平委員会事務局の審査 

○山本委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  選管・監査・固定資産評価・公平委員会の皆様、

大変お待たせいたしました。 

  審査を始めたいと思いますが、初めに、選管事

務局からごあいさつをいただきたいと思います。 

○荒川選管事務局長 （挨拶。） 

○山本委員長 ありがとうございました。 

  それでは、今回、選管・監査・固定試算評価・

公平委員会事務局関係、全く案件ございませんの

で、これより決算審査特別委員会第一分科会に切

りかえて審査を行ってまいります。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

○荒川選管事務局長 （認定第１号について説明。） 

○山本委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりましたので、委員の皆様から質疑、

ご意見等をお受けいたします。 

  ございませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それでは、質疑、ご意見等ないよう

ですので、終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議ないものと認めます。 

  討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 討論ないようですので、終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。 

  認定第１号については、原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

  それでは次にその他に入ります。 

  その他で、選管・監査・固定資産評価・公平委

員会事務局に関して何かございますでしょうか。

ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 執行部のほうはいかがですか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それではこれで選管・監査・固定資

産評価・公平委員会事務局の審査を終了いたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

  ここで執行部の入れかえのため、10分間休憩と
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いたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時０９分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会計課の審査 

○山本委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  会計課の皆様がお見えでございます。 

  初めに会計管理者からごあいさつをいただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○後藤会計管理者 （挨拶。） 

○山本委員長 ありがとうございます。 

  それでは早速会計課の審査に入ります。 

  今回、会計課関係の付託案件ございませんので、

これより決算審査特別委員会第一分科会に切りか

えて審査をいたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

○後藤会計管理者 （認定第１号について説明。） 

○山本委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。それでは委員の皆様から

質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  何かお聞きになりたいこと、ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 よろしいでしょうか。 

  それでは、質疑、ご意見等がないようですので、

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認めます。 

  それでは討論を行います。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 討論もないようですので、討論を終

結したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。 

  認定第１号については、原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

  それでは、次にその他に入ります。 

  その他で、何か会計課につきましてお聞きにな

りたいことがございますでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 執行部にはございますか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 その他で入ったので、55ページの中で、

手数料がございました。コンビニ、290円とあり

ますけれども、これどのくらい、アバウトでどれ

ぐらいの手数料ですか。 

○山本委員長 会計管理者。 

○後藤会計管理者 説明が漏れました。申しわけご

ざいません。１件57円75銭でございます。 

  かなり収納率が減りますが、その負担にはかえ

られない。収納率が22年度伸びたというのは収税

課の頑張りもあるのですが、そういったものが浸

透してきたというような側面もあるかと思います。 

○山本委員長 玉野委員、よろしいですか。 

○玉野委員 はい、結構です。 

○山本委員長 ほかにその他ということで、何かご
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ざいますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 会計課のほうでございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 それではこれで会計課の審査を終了

いたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

  ここで執行部の入れかえのため、暫時休憩とい

たします。 

 

休憩 午後 ２時２３分 

 

再開 午後 ２時３１分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議会事務局の審査 

○山本委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  大変お待たせをいたしました。 

  議会事務局の審査に入りますが、初めに議会事

務局長からごあいさつをいただきたいと思います。 

○斉藤議会事務局長 （挨拶。） 

○山本委員長 大変ありがとうございました。 

  それでは議会事務局の審査に入ります。 

  これより決算審査特別委員会第一分科会に切り

かえて審査をいたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

○渡邊議事課長 （認定第１号について説明。） 

○山本委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。 

  それでは各委員の皆様から質疑、ご意見等をお

受けいたします。 

  ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 よろしいですか。 

  それでは、質疑、ご意見等がないようですので、

これで終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認めます。 

  それでは討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 討論がないようでございますので、

討論を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  それでは採決いたします。 

  認定第１号 平成22年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山本委員長 異議なしと認めます。 

  それでは認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  それでは、次にその他に入ります。 

  委員の皆様から何か議会事務局に対して、ご意

見等ございますでしょうか。 

○若松委員 ワゴン車の年式って、いつごろ買った

やつなんですか。 

○関谷委員 今回、総務、私も２回目なんですけれ

ども、審査のいわゆる割り振りは、結局、議会側

としては所管のボリュームのバランスをとろうと

いうことで、常務委員会の所管がえを行ったわけ

なんですけれども、今回、特に塩原支所、西那須
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野支所の観光・道路、民生部分というものが総務

で審査する形になっているんですが、これは結局

当局のほうの機構改革に伴う当局側の所管がその

まま支所の審議をするということになるとここへ

来たという、こういう解釈なんでしょうか。 

○斉藤議会事務局長 そうですね。 

  22年のときに組織がえをやりました。そのとき

問題だったのは支所長の権限の拡大ということで

やったわけですが、そのときにその予算関係も支

所で管理するものは支所でという形になったわけ

です。その延長線上で支所をどこの部分に張りつ

けるかという疑問が出されまして、このときに総

務部でということと、庁舎管理が主たるものだろ

うというふうな話だったんですが、実際塩原支所

なんか見ますと、商工観光の  部分とか温泉部

分とかはそっちにくっついちゃったんです。結果

的に総務部分に入っているんだけれども、中身開

けるとどうも商工観光部分ではないかというのが

ありまして、ただそのときの決め事で、今も現在

もそのまま来ているということになるわけです。

だから、その部分も支所にくっついている部分な

ので、予算執行で、そこでやってほしいというふ

うな内容になっているのが現状です。 

  ただ、一部、職員の中でもそれおかしいんじゃ

ないと話がありまして、その部分はやはり向こう

で審議してもらうのが本来じゃないのかなという

ような意見もあることはあります。 

  現時点の中ではあくまでも支所という形なので、

そこにお願いしましょうということで、この常任

委員会等も総務のほうに入っていただくというふ

うな形をとっているというのが実情です。 

○山本委員長 関谷委員。 

○関谷委員 議運等で検討しなくちゃならない部分

かなと思うんですが、ただ議会側として所管のボ

リュームとか、より審議がしやすい形をと思って

常任委員会の編成や何かもしたにもかかわらず、

那須塩原市の観光というとやはりボリュームとい

う意味では塩原が一番あるわけで、それを総務で

やっているという違和感は、これはやはりせっか

く産業行政、観光行政を担う常任委員会としては、

これはちょっとすごく違和感を感じる部分だった。

これは後にやはり協議していったほうがいいとい

うことと、議会側として、常任委員会の構成や何

か、所管のボリュームや何かも含めてというとき

にはやはり、あるいは当局のほうの機構改革が行

われるようなときには、リンクする形で検討しな

くちゃならないかなというふうに思ったので、こ

れはそういうことで、後で、議運や何かで考える

必要があるかなということをお聞きしました。 

○山本委員長 ほかにございますか。 

  課長。 

○渡邊議事課長 先ほど、若松委員からのご質問な

んですが、議会事務局の所有者なんですが、初年

度登録は平成10年１月です。平成17年１月、７年

後なんですけれども、それまではリースだったの

を今度、買い取りまして、10年から見ると、11年

から見ると、もうちょっとかなという感じですが、

そんな状況です。 

○山本委員長 よろしいですか。 

  それでは、議会事務局からはないですね。何も

ないですね。何かありますか。 

○渡邊議事課長 ございません。 

○山本委員長 それではこれで、議会事務局の審査

を終了いたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

  ここで執行部退出のため、暫時休憩といたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時５０分 
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再開 午後 ２時５１分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○山本委員長 それでは、休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

  ４、その他に入ります。 

  最初に事務局から連絡があります。 

○事務局 （その他について説明。） 

○山本委員長 ほかにございますでしょうか。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○山本委員長 それでは、これで、本定例会におけ

る委員会議事日程をすべて終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は私が作成し、議長に提

出いたしますので、ご一任くださいますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

  以上をもちまして、委員会を閉会いたします。 

  大変、長時間にわたりありがとうございました。 

 

閉会 午後 ３時０６分 

 




